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はじめに

国連障害者の権利条約に関する動きは予想以上に早く、2003年の特別委員会の結果、

草案の内容を討議するための、作業部会の設置が決まり、部会メンバーの選出が行われ、

2004年 1月 5日から 16日まで作業部会会議がニューヨークにある国連本部で聞かれま

した。

日本障害者リハビリテーション協会では、 2004年2月 26日に、上記の作業部会にタ

イ政府代表団の一員として出席した、モンティアン・ブンタンさんおよび、国連障害者

の機会均等化に関する特別報告者アドバイザーである、ヨルダンのモハメド・タラウネ

さんを講師に招いて、障害者の権利条約に関する国際セミナーを開催しました。

同セミナーでは、作業部会での議論の評価を行い、今後、日本としてどう取り組むべ

きか、その課題が明かになる手助けとなりました。

同セミナーでの講演ならびにパネルデ、イスカッションをまとめましたので、関係者の

皆様に広くご利用いただければ幸甚に存じます。

本報告書の作成のための経費を助成していただいた、全国生活共同組合連合会に対し

まして深く感謝申し上げます。

2004年 3月 31日

日本障害者リハビリテーション協会

会長 金田一郎
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-プログラム

10:00 主催者挨拶 金田一郎 日本障害者リハビリテ-V3:J協会会長

見玉 明 JDF準備会代表、日本身体障害者団体連合会会長

来賓挨拶 八代英末 衆議院議員

長田こずえ 国連 ESCAP代表テルマ・ケイ氏代読

特別報告 角茂樹 外務省国際社会協力部参事官

10:45 r国際人権のしくみ一人権条約の刻用」

講師: 山崎公土新潟大学法学部教授

「国連機会均等化に関する標準規則に関する最近の発展」

講師: モハメド・タラウネ

国連機会均等化標準規則特別報告者アドパイザー

11:55 質疑

コーディネーター:藤井克徳、上野悦子

12:00 昼食

13:30 r権利条約に関するパネルディス力ッション」

趣旨:1月5日から 16日まで国連本部で開催されだ作業部会で討議された草案の評価、

権利条約に伺が必要か、今年5月に予定される第3回特別委員会への戦略等を伺います。

パネリスト:モンティアン・ブンタン 国連権利条約特別委員会作業部会タイ代表

高田英一 全日本ろうあ連盟常任理事

金政玉 DPI日本会議事務局次長

リソースパースン:山崎公士

モハメド・タラウネ

指定発言者:長瀬修 東京大学先端科学技術研究センター特任助教擾

山本真理 世界精神医療ユーザー・サパイパー・ネットワーク

コーテ、ィネーター:松井亮輔、指田忠司

17:00 閉会の挨拶松尾武昌 日本障害者リハビリテーション協会副会長

総合司会:松友了
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-主催者挨拶

国際セミナー

権利条約制定への世界の最新の動き

国連特別委員会作業部会の報告

財団法人日本障害者リハビ、リテーション協会会長金田一郎

本日はご多用の中にもかかわらず、多くの皆さま方にご参集を賜り、誠にありがとうございます。国会開

会中の公務の聞をぬって駆けつけていただきましたご来賓の八代英太衆議院議員をはじめ、 UNESCA

P代表代理の長田こずえさん、ならびに特別報告をしていただく外務省の角茂樹参事官にお礼申し上げ

ます。

最近、障害者をめぐる国内外における議論が活発に展開されていることは皆さまご承知のとおりです。

特に国連の障害者の権利条約制定に関しましては、 2003年6月の第2回国連特別委員会における条約

制定に向けた作業開始の決議以来、 UNESCAP主催の地域セミナーが2回開催されましたほか、本年1

月早々には、権利条約の草案作成にあたる国連特別委員会作業部会がニューヨークの国連本部で、開催

されるなど、急速に議論の展開が進められています。

このような状況を踏まえ、本日の国際セミナーは「権利条約制定への世界の最新の動きjのテーマで、

権利条約に関するこれまでの経緯から現段階における国連での議論内容を十分に掌握し、その評価を

行うとともに今後の障害者の権利における園内法の実現など、取り組むべき課題を明らかにし、議論を深

めていただ、きたしせ考えています。

本日はこのセミナーのために、国連特別委員会作業部会委員でありますタイ代表のモンティアン・ブン

タンさん、ならびに国連機会均等化標準規則特別報告者アドバイザーで、ありますヨルダンのモハメド・タラ

ウネさんのお2人を招き、圏内学識経験者の代表、及び障害当事者代表の方を交えて意見交換を行って

いただくことになっています。このセミナーが国連の障害者の権利条約制定に向けての新たな展望を開く

きっかけにでもなれば主催者として、このうえない喜びです。

本日のセミナーの開催にあたっては、ご後援ご助成をいただきました全国生活協同組合連合会、共催

団体である日本障害フォーラム準備会、また、ご講演をいただく演者、パネリストの皆さまに対し、深く感

謝を申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。
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.共催者挨拶

]DF準備会代表・日本身体障害者団体連合会会長児玉明

開会にあたり一言、ごあいさつ申し上げます。本日は全国から多数の皆さま方にお集まりいただき「国

際セミナー権利条約制定への世界の最新の動きJがかくも盛大に開催されますことを心からお喜び申し

上げます。

先月 5日から16日までの約2週間にわたり、ニューヨークの国連本部で権利条約特別委員会の作業部

会が開催されました。そこでは条約草案ができています。本日はニューヨークでの作業部会でご活躍され

た外務省の角茂樹参事官をはじめ、タイのモンティアン・ブンタンさん、 DPI日本会議の金政玉さんをはじ

め、多数の関係者にお集まりいただいています。また、作業部会の官頭に提出された議長草案は、 2003

年10月にバンコクで開催されたアジア太平洋地域ワークショップで、採択されたバンコク草案の内容が色

濃く反映されていました。このことからもアジア太平洋地域における関係者の皆さまの貢献が非常に大き

いものとおわかりし、ただけるかと存じます。

また、 11月に北京で行われた地域セミナーを含め、中心的な立場でご活躍されたUNESCAPの長田

こずえさんをはじめ、日本政府、各国政府代表、 NGOの代表の方々の並々ならぬ努力に改めて敬意を

表したいと思います。

本日のセミナーで、は今一番ホットな話題である障害者権利条約の基本的な部分からご講義いただ、くと

ともに、先月の作業部会の報告、そして5月と8月に予定されている第3回、第4回の権利条約特別委員

会に向けた検討など、価値ある内容でプログラムが組まれています。権利条約の制定、そして差別のない

社会の創造のための、差別を防ぐ圏内法整備が私たち障害当事者の悲願です。

本日は、参加の皆さまに、世界的な潮流となっている権利条約制定へのダイナミックな息吹を感じ取っ

ていただければ共催団体JDF準備会の代表としましては、大変うれしいことです。

最後に、本日のセミナーが障害者権利条約制定、そして、障害者への差別禁止に対する法整備の実

現に向けた大きな起爆剤になることを心よりお祈り申し上げましてごあいさつに代えさせていただきます。
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-来賓挨拶

衆議院議員八代英 太

今日は、権利条約の早期制定に向けての国際セミナーをご案内いただき、大勢の方のご参加に、心

強く思います。

私も先の国会では、障害者基本法の10年ぶりの改正に取り組みましたが、国会日程上、廃案となり、

今回の国会では、なんとしても各党の力添えをいただきながら、障害者基本法の改正作業と法案を成立

させるため、野党第一党の民主党と、毎日のように協議しているところです。新たな法案の提出となるので、

ここはもう少し、踏み込んだらどうかとか、この文言は削除してはどうか、新たにこうし、うテーマを盛り込んで

は、などご意見をいただいています。再度見直し、進むべきものは進め、権利条約の国連における作業も

進んでいるので、この権利条約の制定と、私たちの改正する障害者基本法とが、違和感のない形になる

よう、先を見越した努力も必要と思います。

また、この障害者基本法は、 5年後見直しの期間に制定しますので、物事の流れの早い今日において

は、法律ができあがると、とかくそのままにされてしまうのが常ですので、世界の動きに目を向けながら、日

本の障害者基本法をつくり上げたいと思います。

協議のなかでは、国連での権利条約の議論もあり、障害者の権利、さらに自立への保障、差別しては

ならない、品、うことを中心に盛り込みながら、基本法の見直し作業をしています。日本の福祉には、財源

の切れ目が縁の切れ目品、う誤解がありますが、新しい予算では6.7%ですが、障害者の皆さんの社会

への自立の意識が高くなっており、介護ひとつをとっても、大きく数字がふくらんでおります。それでもなか

なか国の当初見込みには追いつきません。年度末には、いろいろトラブルが起きるという現実もあり、障害

者福祉の問題も、トータルな意味で、この際きっちり整理する必要があると思います。

私は自民党の障害者問題特別委員長ですので、各団体代表、専門家、委員、厚労省担当部の皆さん

と一緒になってプロジェクトチームをつくっています。今までの厚生省型福祉と障害者の職能訓練を含め

た労働省型福祉が、今もなお二分されたままなので、一本化することが大事だと思います。自立や就労、

介護など我々が生きるうえで、何が必要で、トータルな流れが必要か見極めたうえで、考えていくことが、

我々の権利につながり、自立の意欲に大きなインパクトを与えるとし、うことを考えながら、旧厚生省の流れ

と旧労働省の流れを太い幹に育てる作業に取り組み始めたところで、す。障害者基本法もそれを視野に入

れながら努力しています。たとえば、障害者の自立に必要な作業所は全国に約7，000か所あり、そのう

ち4，000か所は無認可です。無認可の作業所に対して、都道府県や地方自治体はどんな責任をもつか

を、障害者基本法で取り上げるべきとしち意見が出ています。できるだけはやく、障害者基本法の成案を

得て、国会で成立させたものは、障害者の権利条約と比べて、阻障のないようにしてしてつもりです。
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皆さまにはいろいろご意見があろうかと思し、ます。積極的に提案いただき、また、議論をいただき、 10

年ぶりに大改正する基本法なので、いろいろご意見をたまわりたいと思います。先般、外務省の角さんに

は国連で議論していただき、 ESCAPの長田さんからは、タイで開催されたESCAPのアジアにおける障

害者の貧困問題、権利問題のセミナーにも招待いただきました。私はあさってからラオスに行きます。社

会主義国ですが障害者の組織化が許された国です。現在、日本がアジアにおける障害者問題のリーダ

ーになっているのは事実です。今後、日本はアジア各国で権利条約をテーマに各国の啓発、障害者指

導者の養成にも大きく国際貢献する重要な時期だと思います。紛争が起きていて、障害をもっ人が戦火

から生まれているといういまわしい現実もあります。日本が、紛争で、障害をもつようになった人の後見を率

先して行うのが重要だと思います。

これから私に残された人生がどれくらいあるかわかりませんが、一生懸命アジア太平洋に力を注いで、

二国間協力やアジア太平洋全体の協力、タイに新たにで、きるアジア太平洋障害者センターを手始めにネ

ットワークをっくり、各障害者団体の皆さんが中心となり、一緒に活動ができればと考えています。本日の

セミナーが有意義なものになることを期待しております。

ありがとうございました。
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UNESCAP代表テルマ・ケイ

(代読 UNESCAP社会開発局障害専門官長田こずえ)

アジア社会太平洋委員会、経済社会委員会を代表して障害者の権利及び促進、国際条約セミナーが

つつがなく開催されるにあたり、皆さまにお祝いの言葉を申し上げます。

UNESCAPは、本セミナー開催の準備された障害者リハビリテーション協会、日本の市民組織、また

NGOなどが障害問題に特別な関心を向けられたこと、国連社会開発委員会障害問題特別報告者シェイ

カ・へッサ・アルタニ氏に深い感謝の意を表する次第です。本日はアルタニ氏に代わり、モハメド・タラウネ

氏が報告をしてくださることであらためてお礼申し上げます。

アジア太平洋地域の各国政府により「アジア太平洋障害者の十年Jを2003年から 2012年までさらに

10年延長することが宣言されました。こうしたなかでの本セミナー開催は、時宜を得たものです。新たな

10年に向けた主要な地域政策指針として、アジア太平洋障害者のための、インクルーシブで、ノ旬アフリー

な、かっ権利に基づく社会に向けた「行動のためのびわこミレニアムフレームワーク」が 2002年10月のハ

イレベル政府閉会合において採択されました。これはBMFclt、う略称、で呼ばれ、会合は 2002年10月に

大津市で行われました。

最初の「アジア太平洋障害者の十年」は大きな成果をあげましたが、政府開会合参加者は、 2003年以

降もアジア太平洋地域で、障害者に影響を及ぼす諸問題に取り組むとともに、障害者の完全参加と平等

をさらに促進する必要があるとの認識をもっに到りました。

本セミナーがまことに時宜を得たものであることには、もう1つ理由があります。昨年、 15年にわたる議

論を経て、国際社会はようやく新たな「障害者の権利及び尊厳の保護および促進に関する包括的な国際

条約Jの起草を決定しました。 2003年6月16"-'27日にニューヨークで、開催された、第2回特別委員会に

おいて国際条約に関する案に加盟国は合意し、草案をまとめるための作業部会ができました。ここには日

本政府を含む27の政府とRI、DPIなど 12のNGOで構成されています。

UNESCAPは昨年、条約の骨組みと要素を検討するワークショップを開催し、 UNESCAPとアジア太

平洋地域の専門家とで、「バンコク草案」と称する草案を作成しました。この草案は今年1月にニューヨー

クで聞かれた第1回作業部会で、議長草案のたたき台として採用されたと私は確信しています。また、国

連特別事務所は、 2003年12月にカタールのドーハで条約案のセミナーを開催し、 UNESCAPもこれに

参加しました。

現在の「アジア太平洋障害者の十年」の主たる目的は障害者のエンパワメントを目指して、権利に基づ
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く開発アプローチへのパラダイムを促進することです。私のごあいさつの締めくくりとして、インクルーシブ、

で、バリアフリーかっ権利に基づく社会、すなわちさまざまな能力とそれぞれの多様性をもっすべての人

が、平等を基本として、その権利を十分に主張し、そして享受することがで、きる社会をともに願いたいと思

っています。



-特別報告

障害者権利条約起草作業部会結果概要

外務省国際社会協力部参事官角茂樹

2003年 8月にもセミナーにお招きいただき、障害者の権利条約についてお話をさせていただきました。

そのときにはしてつか問題となるべき点について述べましたが、それを踏まえて、 1月5日から16日まで、

ニューヨークの国連で、行われた障害者権利条約起草作業部会についてご報告します。

この作業部会には日本からは外務省の私が団長となり、外務省に加え、内閣府、文部科学省、厚生労

働省、総務省の担当者、それからNGOの代表として本日も出席されている金さんが代表団顧問として正

式に参加しました。今日ここに来ておられる長瀬修さんとタイ代表のブンタンさんも来ておられました。

作業部会の案はまとまり、これが今後行われる国連の国際会議に正式に提出されることになりました。

その内容について詳しくお話しさせていただきます。障害者の権利をどうとらえるかについては、いくつか

の意見があることが分かりました。

国連のこれまでの人権に関する条約は大きく分けて、 2つの条約があります。 1つは、政治的市民的権

すなわち、言論の自由や迫害をされない権利で、人聞が生まれながらに持っているとされる権利で、す。さ

らに、その権利はいつどんな状況でもすぐ実現しなくてはいけません。し、かなる理由があっても、言論の

自由は圧迫できないし、人を勝手に拘禁はできないのです。それが国連でいう自由権規約です。

もう1つは、経済的・社会的権利です。これは人聞が生活していくうえで、社会保障、健康を含む文化

的な生活をできる権利などで、その国の状況によっても、社会の発展によっても違うので、早急な実現は

難しく、 1つの努力目標として各国が進めていく条約で、通常社会権規約と呼ばれています。障害者の権

利条約はこのどちらに当たるのかが大きな議論になりました。障害者の権利は今までは、社会的、文化的

権利が中心で、障害者の方々が非障害者と同じように暮らせるようにすぐ整備すべきであると考えられて

きました。

それに対して、もう少し積極的な、政治的・市民的権利も入れるべきとしち議論もでてきています。たとえ

ば、職場では平等にしなければならないとし、うことは努力目標ではなく、法の下での平等品、う自由権とし

てすぐに実現しなければならない差別禁止の考え方です。今回の条約においても、この両方の考え方が

出てきています。

これは言い換えれば、差別禁止の意味からとらえてし、くのか、それとも、一つの奨励措置としてとらえて
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いくのかとし、うことです。

どこがどんな考え方を述べたかとし、うと、大きく分けると先進国の政府、発展途上国の政府、先進国のN

GO、発展途上国のNGOの大きく4つに分けられると思います。ただあらゆる場合において、この4つが

同じ組み合わせになるのかとしちと、そうでもないし先進国の政府、 NGOグループ。内で、も意見の相違は見

られる等、単純な事ではありませんでした。

今、申し上げた大きな2つの考え方があることに立って、各論についてご説明したいと思います。 2003年

8月のセミナーで、私は、障害者の定義をどうするかが大きな問題になっていると申し上げたと思います。

今回の作業部会で、ニュージーランド、の国連大使で、ある議長は、あえてこの課題は最後に議論すること

にしました。ただ、一般的な議論では、先進国の政府の例では、日本は必ずしも定義することに反対では

ないとし、ヨーロッパ(EU)は、障害者の範囲をどこまでとするのかは非常に難しいことで、定義すべきで

ないとしました。

たしかに障害者の範囲には、長い間にわたって障害を持っている人は当然入りますが、たとえば一時

的に私が1週間で治るようなけがをして、身体が不自由になったときに障害者と認定して障害手帳まで、も

らえるのかとし、う問題から始まり、妊婦も障害者に入るのかとしち議論も出てきます。これは国によっても違

い、 1つの定義にまとめるのは難しくなるので、定義すべきでないとEUから出されました。これに対して一

部のNGOは、定義すべきであると主張しました。

WHOの ICF(国際生活機能分類)では障害者が定義されていますが、実際に用いるのは難しいので、

その定義についても議論はあります。いずれにしても、今回の会議では定義に関する意見は交わされま

したが、実際の案文にはありません。

次に議論となったのは、身体の自由と特に精神の障害を持っている方々を施設に収容する問題です。

特に西側のNGOの中には、たとえ精神に障害があっても、本人の同意なくしては施設に入れられないと

いう強し、権利があると主張しました。これに対して、西側の政府からは精神に障害のある人々は自傷、他

傷のおそれがあるから、例外的措置として、施設収容は強制的にされるべきとしづ意見が出ていました。も

ちろん救済措置はあって、施設に入れられるべきでないのに、入れられてしまった場合には、それを救う

措置がとられるべきだとし、うことは条件として出されました。しかし、例外を除いては強制的な収容措置は

必要である、という意見が西側政府の多くから出されました。

次に教育の権利です。これは、障害者の教育を一般教育とどこまで一緒にし、どこまで別にするか、特

に特殊教育諸学校の必要性についてです。

これにも、いろいろ意見があり、 NGOのなかでもろうあの方々は特殊学校の必要性を強調していました。

-13-



それに対して、特殊教育諸学校というのはよくない、通常の学校で行うことが原則であるとするNGOの方

もいました。これも、 NGOのなかで、も必ずしも意見は1つではなく、意見が分かれたところです。

では、特殊教育諸学校か、通常の学校かどちらかを選ぶ権利はた、れにあるのでしょうか。一般的には本

人、保護者とする意見が多く出されています。

次に雇用の点です。私は国連やジュネーブの勤務が長かったので、外務省でも人権について長く関わ

ってきました。今回、そんな私にとっても初めて聞く用語がありました。「合理的配慮(reasonable 

accommodation) Jという用語です。障害者の方が仕事をする場合、「雇用割当制度」という考え方がありま

す。もう1つの考えとして出されたのが、この「合理的配慮、」です。私がもし足に障害をもっている場合にも、

コンピューターの技術に関して優れていれば、コンピューターについては、他の人と一緒に入社試験を受

けます。結果、会社に採用されたとします。会社に行く時は、私は足が不自由なわけですから、他の人と

比べると設備などが必要です。事務所にエレベーターがなければ設置してもらわなければなりません。こ

のようにコンピューターの専門職として採用されたのであれば、業務をするときに他の人とまったく同じよう

にコンピューターの仕事ができるようにするとし、うのが、合理的配慮、の考え方です。

女子差別撤廃条約のときには「積極的政策(affirmativeaction) Jという言葉が使われました。女子に対

する差別をなくすために、女性に対して積極的な政策をとることは差別ではない、という意味で使われまし

た。しかし、この「合理的配慮Jという言葉、考え方はこの積極的政策とも異なる人権関係の条約では初め

て使われた言葉です。

合理的配慮、という考え方と日本がとってしも雇用割当制度品、う考え方は、個人的には相反する考えと

は思いませんが、これに関しては、し、ろいろ議論がありました。特に合理的配慮、を条約に入れる場合、条

約は法律文書なので、条約を承認した場合は実現しなければなりません。何が合理的配慮なのか。たと

えば足の不自由なコンピューターの専門職に、どこまで会社が配慮しなければならないかは、なかなか難

しいところですし、会社が合理的配慮をしていなければ、どこに訴えるのか、だれがそれを判断するのかと

いうことも問題になってくると思います。

国際協力についてどうするかも課題としてあがりました。条約はややもすると発展途上国が先進国から

資金援助を得るための手段として使われてしまい、そうなると収拾がつかなくなると2003年8月のセミナー

でお話ししました。これについては先進国政府、特にEUから警戒されています。最初はEUは国際協力

とし、う言葉は使わないようにと言いましたが、日本からみても少し行き過ぎかと思います。国際協力は資金

援助だけでなく、情報の交換などで助け合うことはできます。そういう意味で、国際協力は可能であると思

います。

-14-



もう1つ、モニタリングについて議論となりました。まず、他の人権条約はモニタリングの条項が入ってい

ます。これは専門委員会がつくられて、それぞれに対して、条約によって違いますが、定期的に国がその

委員会に自国の措置を報告し、その報告に基づいて、委員間と国の代表との聞に質疑応答があり、勧告

を提出するというやり方です。人権関係の条約で日本が入っているのは6つありますが、その報告だけで、

日本だけでなく各国も手いっぱいです。実際に3年ごとに報告をと求められてもできないでいて、 3年ごと

の報告が4年、 5年、 6年と延び、報告まで、の期間が長くなってしまって、機能しなくなっています。これを

どうするかは今後の課題ですが、大きな議論になると思います。

それから圏内におけるモニタリングについてはいろいろな意見が出されましたが、まとまった意見にはな

っていません。

以上がニューヨークで、行われた議論の内容で、す。ニューヨークで 1月に聞かれた障害者権利条約起草

のための作業部会では、各国の地域別に選ばれた 27名の政府代表、 12名のNGOの代表者、それから

1名の国内人権機構の代表で議論がされました。 NGOの代表が入って議論したのは、政府間でつくる条

約としては例外的なことで、した。

条約の草案ができましたが、それには多く脚注が付いています。その脚注には、こうしち意見には、こん

な反対もあったなど、と書いてあるのです。各国代表とも、脚注がついているので、 5月に行われる政府間

交渉にこれを草案としてあげることを了承しました。その意味で、草案はできているが、必ずしも1つの考

え方にまとまっているとしち訳でなし、ことに留意する必要があります。

2週間前にワシントンに行く用事があり、その途中にニューヨークに立ち寄って、 l月の作業部会議長の

ニュージーランド国連大使、それから5月と8月に予定されている、政府間交渉会議の議長となるエクアド、

ル国連大使と会って話をしてきました。特にエクアドル国連大使は、今後の議長となるので、どうし、う形で

会議を進めるのかに関して、次の2つのことを述べていました。

まず、エクアドル国連大使は、 2回の会議でほぼ取りまとめたいと述べました。取りまとめられれば、国連

の条約としては早いスピードで進むと思います。それから1月にできた草案では、 1つの考え方にまとまっ

ていないので、最初に説明した問題点についても話し合いましたが、エクアドル国連大使は、この間の草

案はNGOも加わっていろいろな意見が含まれているけれど、政府間交渉、となると、あまり細部に入らない

ものになるのではないか。そうであるなら、まとまるのは早いのではなし、かとしていました。本当にどうなる

のかについては、私は5月の会合を見なし、と分からないと思います。

5月、 8月の会合は、政府間交渉になるので、 NGOはオブザーバーで、正式メンバーで、はありません。
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そうしづ意味ではある程度、スピードを加速して取りまとめることもできますが、他方NGOは、正式に発言

ができなくても、各国の政府に「こうしづ発言をしてくださしリと働きかけます。 1月の作業部会にはヨーロツ

パのNGO代表が出ていましたが、政府の代表もそれほどNGOの意見を汲み上げないで、部会では政

府の意見を述べたのだと思います。しかし、次の会合に出てくる時は、政府はNGOと話をして出てくるの

で、 1つの考え方に取りまとめられるとは簡単には言えないと思います。

いずれにしろ、 5月の会議が終わり、その次の8月の会議でまとまるのか、まとまらなかったとしたら9月か

らは国連は総会が始まって'Itしくなるので、 8月以降に会合を開くのは無理なので、次の会合は来年にな

ると思います。そうすると、まとまるには数年かかるかとしづ気がします。これがニューヨークに出張して議

長と話した時の感触です。

5月は政府間交渉になりますが、代表団の数も検討しなければならないので、確約はできませんが、少

なくともNGOから1名は入っていただいて、一緒にがんばりたいと思います。もう少し5月に近づけば、政

府の対処方針も固まると思いますので、また密接に協議したいと思います。
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((堀利和参議院議員より届けられたメッセージ(当日は司会代読))) 

参議院議員堀利和

国際セミナーの開催、心よりお喜び申し上げます。我々障害者にとって積年の課題で、ある障害者の権

利条約も1月、報告がされました。 5月に歴史的な交渉が始まりますが、周知のとおり、楽な交渉ではなく、

非常に厳しいものとなるでしょう。そこでの焦点には障害の定義や精神障害者の強制的治療、入院といっ

た論点、インクルージョンを原則とするか、盲・ろう学校をどうするかといった教育の論点など、日本国内で

もこれまで障害者基本法など、積み残しとされてきた重要な課題が含まれています。交渉に参加する日

本政府の動きをポジティブに働きかけてし、くことが我々に課せられた役割でしょう。 5月までの限られた期

間ですが、全力を尽くす決意です。

可
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講演

;茸 師 新潟大学法学部教授 山崎公士

国連機会均等化標準規則

特別報告者アドノくイザー モハメド・タラウネ

コーデ、ィネータ一日本障害者協議会常務理事 藤井克徳

日本リハビリテーション協会 上野悦子

藤井 2001年にメキシコ大統領の発議によって、障害者の権利条約の議論が始まりました。 2002年、

2003年にアドホック委員会を2回開催しました。そして、本年 1月、アド、ホック委員会のなかの作業部会が

聞かれて、し、よし、よ佳境に入りつつあるとし、う感じがしています。アジアで、も一つの動きがで、きあがってき

ています。

今日はこの権利条約の採択、制定に向けて、特に日本政府や、日本のNGOの役割を論じ合っていこう

と考えています。午前中のプログラムの狙いは、大きく2つあります。 1つは、障害者の権利条約も含め、

国際人権条約の大きな流れ、系譜、あるいは到達点が、これらがど、うなっているかです。 2つ目は、この権

利条約を後押しするさまざまな動きの1っとして 1993年にで、きあがった障害者の機会均等化に関する標

準規則の新しい動きはどうなってしもかです。この2つを午前中に押さえていきながら午後のフ。ログラムの

障害者権利条約に関するディスカッションにつなげていきます。

国際人権のしくみ一人権条約の効用

新潟大学法学部教授山崎公士

専門は国際法、国際人権法とご案内いただきましたが、一昨年あたりから、人権政策学も若手研究者仲

間と研究しつつあります。その意味でも、今日のような、国際セミナーでお話する機会をいただき、私自身

も勉強の機会と思い、ありがたく思います。

はじめに

まず、「条約J~lt 、う言葉を聞いて、「条例J とどこが違うと思われますか。 1字しか違いませんが、 1字違い

口
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で大きく違います。条約とは、固と固との約束です。条例は自治体の立法です。ク、、ローパルレベルが条約

で、ローカルレベルが条例で、品、うことです。

条約は固と固との国際約束です。外務省は条約の総称として、「国際約束」としち言葉を使っていますが、

とてもわかりやすい用語で私は好きです。要するに固と固とが、お互いに守りあうとし、うことを約束するの

が条約です。通例、二国間で約束するのが、二国間条約、これから議論する障害者権利条約のように、

おそらく100以上の国で議論して結ぼれるのが多数国間条約です。

これらは固と国の約束なので、一般市民にはあまり関係なし、としづイメージが大きいと思います。私は法

学部で勉強し、教えてきていますが、法律を勉強している人の間でも、法律学といえば国内法の研究が

中心としづ認識があります。しかし、時代は21世紀に入っています。固と固との約束ごとでも、その中身、

そこで約束した実体は、一人ひとりの喜び、哀しみ、人権救済、教育など、市民レベルの生活実態レベルま

で、大きく関わってくるもので、す。これはなぜかについてはこれからお話しします。条約と聞いて、それは

国際約束だから私たちには関係ないとは思わないでいただけるようになれば、今日の私の話は、それだ

けで、も成果があったとし、えるかもしれません。

国際人権とは

私どもは、ここ20年くらい、「国際人権Jとし、う言葉を国内外で使うようになりました。「国際人権」とは「国

際的人権保障Jの省略形です。世界にはいろいろな文化、歴史、宗教をもっさまざまな人が住んでいま

すが、背景が違っても絶対に侵してほしくない中心的権利、自由があります。その共通項を第二次大戦

後に、し、ろいろな国が関わり世界人権宣言などをきっかけとし、少しずつ/レール化してきましたo それが国

際人権です。ルール化したことをまつり上げておくだ、けで、はなく、それを一人ひとりの生活実態のレベル

にまで当てはめようとすることも含めて、「国際人権Jとしち言葉で語ろうとしています。

国際人権のこれまでの進め方は、背景が違う世界中の人々が、これは絶対に守るべき、あるいは失つ

てはいけない権利、自由の基準を確かめあって確立すること、難しくし、えば、国際人権基準の設定作業

です。角参事官もおっしゃいましたが、国際的に一つの決めごとをすればきちんと守らなくてはいけないと

しづ気持ちがあるので、守れそうもないことは約束したくありません。また約束ごとを本当に守っているかを

確かめる手だても、最初から厳しい制度をつくると、国家はその約束に縛られるのをためらいがちです。

国際人権基準「宣言jから「条約jへ

宣言とし、うのは、し、わば政治的、国際的、道徳的、倫理的な合意です。世界人権宣言は、その典型で

す。ここに盛り込まれた、生命、身体の自由、集会結社の自由などは、人類のこれまでの活動から出てき

た基準ですが、宣言にとどまる限り、国家を代表する政府からすると、法的な縛りの力はもちません。ハー

-19-



ドな法的縛りの力をもつのが条約ですが、これを最初からつくるのはなかなか勇気がいることで、ホッフ

ステップ・ジャンプの表現にたとえると、いきなり「ジャンフ。」に同意しましょうとし、うことです。ですから、とり

あえず法の縛りはないが、合意できるとしづ約束をつくろうというのが宣言です。

障害者権利条約の関連でいうと、 1993年の障害者の機会均等化に関する基準規則は、名称は「規則」

となっていて条約の一歩前の段階です。障害者の機会均等についてのグローパル・スタンダード、を国連

で考えようとし、うものです。それから10数年経ち、基準規則として政治的、倫理的な合意があるのは非常

に尊いことですが、ここに留まっている限りは、政府に対しての強い物言いはできません。

そこで宣言に留まらず、条約がほしいとしづ話になります。これは自然の流れです。思い起こせば、子

どもの権利条約にしてもまず宣言があり、条約ができました。女性差別撤廃条約の場合もそうでした。人

種差別撤廃条約の場合も、いきなり条約ができたわけではなく、宣言があって、しばらくして条約ができま

した。先ほどの角参事官のお話ですと、宣言から条約へ、いわばホップからジャンプへ移るのに相当時間

がかかりました。しかし、今回の障害者権利条約については、それほどかからないのではなし、かと思いま

す。私の個人的な感触として、 5年から10年の聞に、条約化が実現するとみています。その背景にはもち

ろん世界的な当事者の運動があることは申すまでもありません。

人権条約に入ると政府は何を約束するのか(何を義務づけられるのか)

世界人権宣言が、自由権規約、社会権規約としづ形で条約化されました。こうした一般的な条約ができ

て、子どもの権利、女性の権利、移住労働者の権利、そして障害をもっ方々の権利を条約化しようとし、うと

ころまで、人類がやっと到達しました。

条約は国際約束ですから、障害者権利条約がで‘きると政府はど、んなことを義務づけられるのでしょうか。

障害者をめぐる諸権利、あるいは障害者が直面するさまざまな不利益、不都合な環境をし、かになくしてい

くか。そういうことをただ単に宣言ではなく、国家間で守る約束ごととして文面化してして。これが障害者権

利条約の実体規定に当たるものです。この条約ができ、この条約に入った国は、他の国に対して、条約

に書かれていることはきちんと守り、実施するとし 1うことを、国民にではなく、他の締約国に対して約束する。

これが条約の法的な意味です。

自由権規約や社会権規約の第2条には、「非差別原則Jと呼ばれる一般原則が規定されています。

「規約上の権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的権利その他の意見、国民的若しくは社会的

出身、財産、出生文は他の地位等によるし、かなる差別もなしにJ国内で行使されることを、条約に入った

国は他の締約国に対して約束します、とし、うことです。この原則は、国際人権の中心となっている価値観

です。たとえば、自由権規約に入った国は、この約束をしたわけですから、国内では不当なレッテル張り

はしないし、しないために国内の法を整備する、しかし、もし差別が起きた場合は救済も約束するとしづこ
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とです。この約束は他の締約国に向けられてはいますが、その効力は、当然ながら、国内の個人、あるい

は集団にも関わってきます。

人権条約を締約国に守らせる仕組み(条約実施機関による実施手続)

条約が規定する内容は、価値観としては美しし、もので、固としては入らないよりは入っていたほうがかっ

こいいし、すてきな国に見えます。しかし、格好をつけて条約に入ったものの、約束内容をあまり守ろうとし

ない国も、残念ですがあります。

こうし、うシステムづくりでは、性悪説をとらなし、とうまくし、きません。そこで、格好をつけたし、から入ろうとい

う国を許さないためにも、入った国に条約を守ってもらうための仕組みを、条約自体の中に規定する必要

があります。障害者権利条約の守らせる仕組みには、国際版と圏内版とがあり、まだ議論の余地があって

はっきり確定はしていないようです。この点は午後のパネルディスカッションで、議論になると，思います。

条約を守らせるために、まず政府報告を条約のなかで義務づけます。社会権規約では、規約が定める

経済的、社会的、文化的権利が締約国内できちんと実施されているかを定期的に報告する義務を締約

国に課しています。こうして規約の国内での実施状況が監視(モニター)されます。この政府報告は、独立

専門家18人から成る社会権規約委員会で監視されます。これは、大学で単位をもらうためのものと同じで、

レポートのできが悪いと、赤点がつきます。レポートが提出されると、 18人の専門家はその国の外務省や

厚労省などに、「そんな説明では足りないJr言い訳がまししリなどと意見を述べて、最終所見を出し、「よく

で、きましたJrまあまあですJr来学期はもっとがんばりましょう」といった通信簿のようなものをつくります。次

に、これまでどんな評価が日本に下されてきたかを振り返ってみましょう。

社会権規約委員会からの日本に対するコメント

2001年8月 30日に社会権規約委員会に日本が提出した第2回政府報告については、たくさんのコメ

ントがつきました。そのなかから今日のテーマに関わるものを2つだけご紹介します。

「社会権規約委員会は障害者に対して、特に労働及び権利に関連して、法律上及び慣習上の差別が

依然として存在することについて懸念をもって憂慮するJ。日本語にするとさっぱりわかりませんが、国連

用語で「懸念がある(concern)Jとし、うのは、俗に言うと「怒ってるJとし、うことです。そう言うと上品ではない

ので「懸念があるj品、う言葉を使います。日本国内で、法律上、慣習上、障害をもってしも方々に対して、

差別が依然としてあるのは非常に困ると、指摘のなかの第 25項目であげられました。

第52項目では、「委員会は締約国が法令による差別的な規定を廃し、障害者に関連するあらゆる種類

の差別を禁止する法律を制定することを勧告するJと指摘されました。先ほども開会のごあし、さつで、差別

禁止法が必要だとし、う貴重な提言がありましたが、まさにこれに関連することです。「さらに委員会は、締
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約国が、公的部門における障害者法定雇用率の実施における、進展を継続し、かつ早めることを要求す

る」とあります。 DPIの方々をはじめ、日本のNGOの方々がこの18人の独立専門家に丁寧に説明されま

したが、その結果この第25項目、第52項目が勧告として示されました。

日本政府は、国際法的にはこの最終所見には法的な縛りがない、と理解しているようです。しかし、対外

的に日本政府は条約に入って、条約に書いてあることは守ると約束しています。それをきちんと守らせる

ための委員会から懸念を示されたわけですから、これを無視してはいけないと思います。

1998年に自由権規約委員会が出した最終所見の冒頭に、その前の 1993年の審査で勧告を示したこと

が、 5年後にもほとんど無視されてしまったことへ怒りに満ちた懸念が示されていました。その時点の日本

外交と、今日とはかなり変わってきていますから、過去の話だと私は受け止めたいと思います。

日本政府が出した報告の、日本国内の障害のある人をめぐる人権状況に対して、ジュネーブにある社

会権規約委員会が、公平・客観的でグローバルな観点から、こういう形で見解を示しました。これは当事

者をはじめとして日本社会に生活する私どもとには大きなポイントになると思います。

個人通報制度

条約を守らせるための仕組みはあと2つあります。国家通報制度はあまり使われていないので、省略し

ます。個人通報制度について一言だけ触れます。これは日本では当面使えない制度です。使えるように

するには、自由権規約でいうと第一選択議定書にさらに日本が入らないといけません。

たとえば身に覚えのない賓罪を理由に、日本で逮捕・起訴され、最高裁判所で有罪が確定した人は、

現在の日本ではそれ以上法的に闘うことはできません。しかし、もし日本が第一選択議定書を批准してい

れば、個人通報制度が日本で使えることになり、この件をジュネーブの規約人権委員会に申し立てること

が可能になります。最高裁で確定した事柄でもジュネーブの委員会でもう一度、規約というものの見方か

ら、再検討が可能になります。しかし、日本政府は、国内で起きた人権問題について個人通報が作動す

ることをプラスに受け止めていないので、第一選択議定書に入るとしち決断にまではまだ、至っていません。

オーストラリア連邦で、麻薬所持で有罪判決を受けて、菟罪として争っている日本人がいます。このケー

スではオーストラリアで有罪が確定しても、ジュネーブ、の規約人権委員会で再度検討が可能になります。

日本国籍をもっている人が日本で起きた事件では使えませんが、オーストラリア、フランス、ドイツは政府

が個人通報を認めているため使えます。今後、個人通報制度は日本でも道を開くべきだと、私は思って

います。

人権条約の圏内での活用法

条約については対外的に国が約束するので、外向きだ、け格好つけて自国の人には人権を保障しない
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とし 1うことは、あり得ないわけです。外向きに約束したとし 1うことは、そのことを法律の整備も含めて、行政

でも受け止めるという意思表示になるはずです。それを使えば、行政、園、自治体に対する交渉の場で大

いに活用できると思います。法定雇用率をめぐる行政交渉でも先ほどの第52項目の最終所見は大いに

勇気づけられるポイントになると思います。

差別禁止法が必要との話がありましたが、さきほど述べた最終所見の第52項で差別禁止法が必要だと

言われ、また人種差別撤廃条約の委員会でも同様の指摘を受けています。条約に入っていて、指摘を受

けているのに日本政府は、そんなことは知りませんとし、うわけにはいきません。こうし1った国際的見解を対

行政、対立法府に対して、活用すべきだと私は申し上げたし吃思います。

冒頭で言いましたが、条約には外務省の偉い人が関わっているので、一般市民には関係ないとし、うわ

けではないというのは以上の理由からです。いろいろな条件が整えば権利救済を根拠づける条約の条文

を使うことが可能になります。司法に対しても権利主張、権利救済を求める場合の大きな根拠、砦になると

し、うことは、ぜひご認識ください。

条約には社会的な意味もあると思います。人権条約では、個人の権利や自由が規定されているわけで

すから、行政、立法、司法に対してうまく使えばとても有効な道具になります。そのようなとてもよい道具を

もちながら、宝のもち腐れではいけません。日本政府が入った条約の内容を市民全体で、共有し、自分た

ちが人権問題に直面したり、人権救済が必要とされることになったとき、条約をうまく活用することが必要

です。それは、 21世紀は人権の世紀だとし、うことを圏内で、具体化する一つのやり方だと，思っています。あ

りカ3とうございました。
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上野続いて、次の講師、モハメド・タラウネさんを紹介します。国連機会均等化標準規則特別報告者にカター

ルのシェイカ・へッサ・アルタニさんが就任された後、特別報告者を支えるスベ、ンャルアド、パイザーに任命され

ました。スーダ、ンのジューパ大学で、平和外交で修士号をとられ、現在はアメリカで、アクセ、ンピリティ建築会社の

社長となり、 1997年から 2003年まで広域アンマン市建築特別局の局長を務められるなど、バリアフリーの専門

家でもあります。本日は、国連機会均等化標準規則に関する最近の発展及び障害に関する国際的な動きに

関して、シェイカ・へッサ・アルタニさんからのペーパーをもとにお話しいただきます。

国連機会均等化に関する標準規則に関する最近の発展

国連機会均等化標準規則特別報告アド、パイザーモハメド・タラウネ

はじめに

皆様にお話をする機会をいただき、感謝申し上げます。国連のアルタニの代理として、今日は障害者

の人権条約に向けてのさまざまな動きについての報告をしたいと思います。

障害者はさまざまな偏見や差別を受けているだけでなく、基本的サービスへのアクセスがありません。こ

れにより障害者だけではなく家族やその家族、社会にとっても経済発展への影響が出てきます。つまり、

すばらしい人材が無駄になるとし、うことです。基本的サービスへのアクセスができない理由は、活動やケ

アが不足しているからです。われわれは国際的な援助がこの問題解決に必要と考えています。国連は、

障害者の地位と生活の質を向上するためには、基本的な原則が必要であると考えています。これは基本

的人権や自由、そしてすべての人間の平等によるべきです。

われわれには国連憲章、人権宣言、それに関する人権規約があります。こうし、ったものをもとに、障害者

も、社会的、政治的、文化的権利を非障害者と平等に行使することができるはずです。「国連・障害者の

十年jの結果、機会平等の規則ができました。これは国連の総会によって、 1994年に承認されています。

法律としての拘束力はありませんが、この規則は各国政府が道徳的、政治的な責任をもち、障害者の権

利を保護しなくてはならないとしち枠組みを提供しています。

障害者の機会均等化に関する標準規則

そこで、障害者の権利保護の国連の基本規則について述べたいと思います。 1993年 12月20日に「障

害者の機会均等化標準規則Jができました。「国連・障害者の十年」を受けてできたものですが、法的拘

束力がなく、政府が責任をもって、障害者の機会平等の活動をする道徳的責任を負うと記載されていま

す。この規則には障害を特定し、除去するプロセスが書かれています。障害者に力を与えて、アクセシブ
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ルな社会を実現のために特に強調されているのが、国の政府が活動をして障害の除去をしなくてはなら

ないとし、うことです。

障害者の機会均等化に関する標準規則には、 22の規則があり、世界行動計画に対応した形になって

います。標準規則には人権の観点が組み込まれており、 4つのセクションに分かれています。 4つのセク

ションは、①参加の前提条件、②平等な参加のためのターゲ、ツト、③実施導入の方法、④モニタリングの

仕組みとなっています。

1番目のセクションの参加の前提条件には、たとえば、医療ケア、リハビリテーションなど、さまざまなサ

ポートサービスが含まれています。これは個々の機能的な限界を減らすためのサービスです。

2番目のセク、ンョン、平等な参加のためのターゲ、ツトのエリアは、特に社会のなかで重要な要素で、たと

えば、生活の質、アクセスに関する基本的規則、特に物理的環境へのアクセス、サービスへのアクセスが

保障されなければなりません。そのなかでも特に重要なのが、教育、雇用、文化、レクリエーション施設な

どへのアクセスを保障するとし、うことです。

3番目のセクションの、実施導入の方法には重要な措置が含まれ、たとえばソーシヤルエンジニアリング

に関する情報、リサーチ、計画、法律、経済政策などが入っています。

4番目のセクションがモニタリングの仕組みで、す。特に、特別報告者のオフィスで、はこのモニタリングの機

能が重要です。これは各国がこうし、った規則の実施を評価するためのもので、どうしづ問題点があるか、

改善が必要なのかを特定するフレームワークになります。モニタリングには、国連の社会開発委員会の後

援やその他にも国際障害同盟などのような国際的な組織の後援が重要になってきます。

標準規則の目的は、子どもや障害者のある人たちが社会の一員として、非障害者と同じように、権利と

義務を履行することにあります。とし 1うのも、障害者にこうした権利の行使を阻む障害があり、それによって

社会に十分に参加することができない状況だからです。各国の責任として、障害を取り除き、さまざまな組

織がパートナーとして、積極的にこのプロセスに参加する必要があります。

国連機会均等化に関する標準規則の進捗状況

今から標準規則の進捗状況を報告したいと思います。特に標準規則補足案について説明します。ここ

10年ほどの問に、国連総会でこの標準規則が採択されました。そして実行のためにさまざまなツールが

導入されてきています。この規則は障害者の人権を守り、保護するためのもので、障害者が社会参加して

しくための1つの基準となっています。

国連の下にある機関では、非障害者、障害者もすべての人々の生活の質を向上させようとしています。

そのなかでも努力しているのが、標準規則の導入と実施、そしてモニタリングです。これは社会行動計画

の原則にのっとったもので、す。国連経済社会政策部の統計局などもここに参加しています。障害者の人
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権についての決議を特に採択したことは、各国が障害者の人権侵害をとらえて、国連の障害者の平等の

社会参加・機会に関する規則に対する違反を認識しなければならないとし、うことです。すなわち、この標

準規則に違反するものは、人権侵害に当たるとして扱わなければならないとし 1うことです。

1981年の国際障害者年をきっかけとして、障害に対する考え方が、医学モデル、慈善モデ、ルから権利

に基づいた考え方に変わり始めました。障害をもっ人たちは普通の市民であり、完全参加と平等な扱い

を受けなければならないし、機会も均等に与えられるべきだとしづ考え方が出てきました。このように障害

の新たなパラダイムが生まれ、これを促進するための運動が人権問題として扱われるようになりました。

国連の人権委員会では 1998年から 2003年にかけて、さまざまな決議を採択しました。そのなかの一つ、

決議 2000/51は標準規則を取り上げたものですが、障害者に対してのすべての不平等や差別について、

撤廃すべきであると文書に述べています。

障害をもっ子どもたちはとかく教育の機会などを奪われる傾向があり、その家族についても同様です。

自分たちの財産を守る権利や法的な権利などが阻害され、最終的には彼らの人権が損なわれていること

になるのです。したがって、これらを防ぐために人権問題としてもっと現実的な行動で、問題を明らかにし、

解決してし、こうとしづ動きが出てきました。国連の特別報告者ベングト・リンドクピスト氏も機会あるごとに、

この標準規則が最先端の文書として使われるべきで、あると言っています。テーマ別の障害に関する条約、

またはこれらを通して実際に行動して報告し、モニタリングする必要があるとし、うことも述べています。

もちろん、標準規則にも弱点はあります。たとえば子どもに関する問題点や性をめぐる差別、あるいは発

達障害や精神障害をもっ人、難民の問題などについては十分な記載がされていなし、かもしれません。し

かし、これまでこうし、った問題にふれたものはあまりなかったので、そうしち意味では意義が大きし、と言える

と，思います。

標準規則補足案

そして、この標準規則に関しては、補足がつけられ、ベングト・リンドクピスト氏からの最終的な報告書に

まとめられ、 2002年2月に発表されています。

このなかで各論として述べられているのは、障害者の生活の質を向上させるとし、うことです。そのために

必要なのは次の領域です。第1に貧困の緩和と生活水準を十分なものにする施策、第2に住居の問題、

第3に医療と保健の問題、第41こコミュニケーションの問題、第51こジェンダーの問題、第6に障害をもっ

子どもや家族の問題、第71こ暴力や虐待の問題、第81こ高齢者の問題、第91こ精神障害者、発達障害の

問題、第101こ目に見えない障害をもっ人たちの問題、以上のことが取り上げられています。

障害者の権利に関する特別条約の制定
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私の前に講演された山崎さんもおっしゃっていましたが、この標準規則をさらに強化するために今度は、

国際的な人権条約が必要になってくるわけです。この考えは国際的な障害者団体によって促進されまし

た。

2001年12月、国連総会では特別委員会を設置する決議案を採択しました。そしてすべての国連加盟

国、またオブザーバー国がオープンに参加で、きるようにしました。そして、これによって包括的な国際条約

をつくり、これが障害者の権利と尊厳を守り、促進するということにつなげることにしました。この包括的ア

ブローチ(Holisticapproach)を元に最終的に差別を撤廃し、社会開発、または人権的な問題をすべて網

羅していこうとしたわけです。

障害者の権利に関する特別条約の制定を求める主要な理由は4つあります。まず1点目は、これまであ

った標準規則が法的に拘束力をもっていなかったからという理由で、す。組織の代表者の多くが、条約は

法的な拘束力をもつべきであるとの見解をもっていました。第2点目の理由は、国連のモニタリングシステ

ムを利用して、障害をもっ人たちの権利が保護されているかどうかを確認していくべきという考えからです。

3点目としては、国連のモニタリング、システムでなんらかの進展があったとしても主要な部分だ、けで、は十分

ではないという考えからです。 4点目として、標準規則の影響力、認識度について論議があるからです。

多角的アプローチ(Multi-trackapproach) 

今のいろいろなニーズ、勢いを利用して、「国連・障害者年の十年」から飛躍することも必要だということ

になりました。そこで国連人権高等事務所が音頭をとって行ったのが多角的アプローチです。それでさま

ざまな障害者をめぐるニーズ、または権利の問題などを組み合わせ、そして全体的な障害者のためのエ

ンパワメントにつながるものとして、作業することになりました。最終的には地域社会全体が恩恵を受けら

れるようにと考えました。

多角的アプローチによっていろいろなことが改善されました。まず、国連の各組織との聞の協力関係が

向上しました。さらに障害者をめぐる環境が向上したとも言えます。障害者権利条約が批准された暁には、

障害者の社会への参加、正当なサービスの提供につながることは明らかです。

障害者権利条約の目的

この条約の目的は次の6つにまとめられると，思います。 1つ目は世界人権宣言で基本的に保障され、 6

大人権条約で規定されるあらゆる権利を障害者が享受できることを認識すること。 2つ目に、昔ながらの

慈善モデ‘ルアプローチから障害問題に対するアプローチへのパラダ、イムシフトを明示すること、 3点目は

権利に基づく開発を確保するということ、そして4点目は、障害者をめぐるあらゆる差別を撤廃していくとし、

うこと、 5点目は、自立生活と完全参加を促進すること。第6点目としては、地域連携の新たなあり方をつく
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ることです。

慈善モデ、ルから権利に基づくすべての利害関係者を含めたアプローチにシフトされて、条約が施行さ

れれば、人権システム全体が大きく変わると言えます。この条約は公正を旨とし、社会全体の質的向上を

図るものです。障害をもっ人たちは、政治的にも社会的にも経済的、知的、文化的に社会に寄与できる

能力を備えています。障害者の完全参加をうながすことで、私たちの社会がより豊かで生産的なものにな

ります。

すべての人が対等なパートナーとして生きていける社会の実現のために

国連の標準規則は非常に役に立つものであることは間違いがありません。各国政府、地域社会、 NGO

は手に手を取って、連携し実施するようにがんばってし、かなければなりません。もちろん、標準規則と施

策の聞にはバランスが必要で、す。標準規則は一種の微妙なバランスとして存在しています。

人権を主眼とした見方へのシフトは、世界中の人権擁護、人権促進を目指す園内組織が重要視してい

ます。これらの圏内組織が国際人権法と国内の障害者法や政策改革の聞の橋渡しをすることになるので、

このことは重要です。これは私たちの将来にとって、非常に励みとなる変化であるとし、うことを認識すべき

です。さらに、障害をもっ人たちは、社会正義や市民権、民主主義、開発の規範を問い直す貴重な機会

を与えられたことを理解していただきたいと思います。その意味で障害は、変革への一手段であるという

考え方もでき、そのためにこの国際条約は、非常に有効な選択肢と考えます。今のこの勢いを維持するた

めに寛容で、客観的見方をすることが重要となります。それはバリアフリーで、権利を基本にした社会の実

現につながっていきます。こうし、った社会は、人間的で文明化された社会であり、障害者も非障害者も、

高齢者も若者も、女性も男4性もすべての人が対等のパートナーとして共に生きていくことのできる社会で、

す。ご静聴ありがとうございました。

藤井山崎さんからは条約が行政、立法、司法にどんな影響を与えるか、わかりやすくお話しいただきま

した。モノサド・タラウネさんからは、機会均等化に関する標準規則の系譜や新しい補足の話がありました。

標準規則は国際慣習法になりうるが、政治的合意、道徳的合意の点からいうと拘束力に課題がある。した

がって、これからは人権条約に進んでいき、その原則や動きについても説明がありました。最後に新しい

社会の質を変えるパラダイムシフトとし、うお話がありました。

-質疑応答

中西山崎先生からは条約ができてからの大切さとし、うことで、その話を受けてのタラウネさんの講演でし

た。条約になっていない標準規則は、ど、のようにモニタリング守するのか興味があります。前の特別報告書と
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同じようにパネル形式や特別報告者が各国を回るとし、った方法のモニタりングになるので、すか?

長瀬東京大学先端科学技術研究センターの長瀬です。タラウネさんに質問です。条約をつくることは、

その批准を開発援助、貧困撲滅戦略と結びつけることとおっしゃったと思いますが、条約のなかで、国際

協力は非常に重要だと考えますが、批准と開発援助を結びつけるとし、うことについて、もう少し説明いた

だければと思います。

タラウネ標準規則のモニタリングを終えたとき、特別報告者ベングト・リンドクビスト氏が、モニタリングして

弱点があることがわかったので、そこを強化すべく補足規則を設けることが必要であると報告しました。

第43回委員会がニューヨークで、聞かれ、この補足規則が協議されましたが、一部加盟国の反対で採択

にはいたりませんでした。次の総会で、の採択を願っています。障害者権利条約はまだで、きあがっておら

ず作成の過程にあります。特別委員会の作業部会が1月に会合をもちました。そこで起草された草案が5

月及び8月の特別委員会で、前進することを祈っています。

モニタリングは、特別報告者がさまざまな国を回り、障害者の問題をどのように取り扱っているのか審査

します。政府だけではなく、市民社会、 NGOも調査します。特別報告者は政府と政府間団体、 NGO聞に

対して重要な役割を果たします。

次に条約批准と開発問題の結びつきですが、バンコク草案で、は開発問題と条約を明確に結ひ、つけて

います。 EUはそのアフ。ローチには反対しています。北で、は社会システムが整っていますが、発展途上国

においては、社会的な問題がまだあるわけです。これを条約に盛り込みたいとしち意見があります。いくつ

かの条項にそれを入れたいということです。そうし、った意味で、も条約制定への過程で、最終的な草案は出

ておらず調整中だと言えます。

藤井 1点目の質問ですが、条約までまだ聞があり、新しい補足が加わった標準規則、新しい特別報告

者が誕生して、前任者同様に、精力的なモニタリング、が続けていかれるのかとしづ内容です。

もう1点は条約ができる問、この標準規則の徹底とし 1う点での特別報告書の役割、新しい戦略はあるか

としち内容です。

補足規則の4つのテーマ

タラウネこの特別報告者の義務として、標準規則を実施するモニタリングeをすることがあります。この補足

規則にも弱点を補うとしづ規則があります。シュイカ・ヘッサ・アルタニ氏が2月に委員会でスピーチをし、

そのなかで政府が補足規則を採択するよう勧告していますし、また、補足規則に対して4つのテーマを掲
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げています。障害をもっ子ども、女性、精神障害者、高齢者の4つです。標準規則でもこの 4つに焦点を

当てていますが、補足規則でさらに強調しています。条約制定の過程で、特別委員会でも議論が出てい

ましたが、この4つが重要だ、とわかったからで、す。

メキシコ政府の団体が特別報告者に対して、この条約制定の過程でも、積極的な役割を担ってもらい

条約のモニタリンク、、をしてもらうという決議を出しました。これは採択されるでしょうし、そうなると特別報告

者はより仕事が増えるわけですが、今後は標準規則、補足規則、条約制定まで、の過程のモニタリング、、も行

っていきます。

長瀬今のタラウネさんのお話では、機会均等化に関する標準規則の補足規則が社会開発委員会で採

択されなかったと理解で、きますが、日本の外務省からうかがった話で、は、社会開発委員会で補足規則は

採択されたということでしたが、それは違うとし1うことでしょうか?

補足規則は未採択

タラウネ補足規則はまだ採択されていません。加盟国のなかで反対がありました。標準規則があり、条

約成立に向けてすで、に始まっているので、必要ないとし、う加盟国がありました。条約、標準規則、補足規

則の3つを扱ってしてのは多すぎるとしづ意見です。そこで2つ決議が委員会に対して提出され、 2っとも

採択されました。その1つはメキシコの代表団が出した決議で、特別報告者が条約への過程においても

役割を担うということです。よって特別報告者の仕事が増えるということで、す。

藤井先週の20日に補足規則に関する決議が通ったとうかがし 1ましたが、通らなかったとし、うことですね。

これは大きなニュースだ、と思います。

では、以上で午前中のプログラムを終わります。どうもありがとうございました。
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権利条約に関するパネルデ、イスカッション

パネリスト 国連権利条約特別委員会作業部会タイ代表

全日本ろうあ連盟常任理事

DPI日本会議事務局次長

リソースパースン 新潟大学法学部教授

モンティアン・ブンタン

一

士

英

玉

公

団

H

崎

高

金

山

指定発言者

国連機会均等化標準規則

特別報告者アド、パイザー モハメド・タラウネ

(シェイカ・へッサ・アルタニ代理)

東京大学先端科学技術研究センター特任助教授 長瀬修

世界精神医療ユーザー・サパイバー・ネットワーク 山本真理

コーディネータ一日本障害者リハビリテーション協会副会長 松井亮輔

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター

研究員 指田忠司

指田今回は1月に聞かれた作業部会の結果を受けてパネルディスカッションを行います。

まずノfネリストのご紹介をさせていただきます。向かつて左から、 DPI(障害者インターナ、ンョナノレ)日本

会議事務局次長で、障害者権利擁護センター所長の金政玉さん、次いで、全日本ろう連盟常任理事、

京都聴覚言語障害者福祉協会理事長、世界ろう連盟名誉理事で、特に権利条約の関係については、J

DF(日本障害者フォーラム)準備会で障害者権利法担当委員をされている高田英ーさんです。その右の

モンティアン・ブ、ンタンさんは、現在、タイ盲人協会の第一副会長、タイ盲人財団専務理事、タイ首相の障

害問題諮問委員会の委員、 WBU(世界盲人連合)の執行委員としても活躍されています。今回の作業

部会、そしてそれに先立つ昨年の特別委員会では、タイ政府の代表団に加わって積極的に発言されて

います。

次に、リソース・パースンとして、午前中ご講演いただいた新潟大学の山崎公土先生と、国連均等化基

準規則特別報告者アドバイザーのモハメド・タラウネさんがいらっしゃいます。

このデイスカッションで、は、まず、 3人のパネリストのみなさんからお話いただき、その話を受けた形で、山

崎公士先生と、モノサド・タラウネさんのお2人からコメントをいただきたいと思います。
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草案起草の意義と課題

国連権利条約特別委員会作業部会タイ代表モンティアン・ブンタン

去年の6月以降、特別委員会のミーティングはかなり前進しました。障害者の権利についての要求はさ

らに高まりを見せています。

特別委員会では、はっきりした対立は見られませんで、した。つまり、条約への反対はなかったとし、うこと

です。とはいえ、多くの国に若干の態度の保留がありました。この特別委員会の勧告が国連総会の第三

委員会に提出され、決議文が出されました。この決議文で作業部会が条約の草案を出すとし、うことになり、

去年の6月から今年1月までの委員会のなかで作業が行われました。 5月と8月に特別委員会が聞かれる

予定です。

ということで作業部会が設立したわけです。この作業部会は、ドン・マッケイ、ニュージーランド大使が議

長です。また、エクアドルの大使がコーディネーターをしています。このミーティングには27か国の代表、

それから10人のNGO、特に障害者関係のNGOが出席しており、そのうちの7代表が、 IDAの国際障害

同盟のメンバー、人権擁護機関の代表が1名、全部で40名です。

草案起草に関する個人的評価

作業部会に対する私の個人的な意見ですが、全体としては成功裡に進んでいます。つまり、大きな対

立や食い違いはなかったとし、うことです。もちろん、意見の違いはあります。

本会議では、ニュージーランド大使に議長職をやってもらい、さまざまな問題点を議論しました。代表と

参加者は、コーディネーターの許可を得て発言がで、きます。各トヒ。ツクは1回、各セッションご、とに自分た

ちの論点や他の代表の論点に反論をすることが許されています。それに対して、小さいグループミーティ

ングは形式的ではなく、実質的なデ、イスカッションをする場となっています。小さいグ、ループのなかで、もそ

の場で解決できない問題が残りました。

作業部会の終わりに草案を仕上げ、 5月に特別委員会に提出されています。この草案は全体的な性格

としてはなかなかできがよいと，思っています。これはバンコク草案を基にしたもので、した。作業部会でも、

いくつかの変更の動議が出され、かなり大きな変更が出たとし、うことですが、起草のプロセスでは、問題点

は脚注品、う形でまとめられています。最終的にはアド、ホック特別委員会に出されるので、すが、われわれ

には、最終的草案を交渉する権限はありません。われわれの権限はいろいろと違った文書をもとにして、

で、きるだけオプションを少なくし、草案をつくるとし、うことで、した。
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委員会に残された課題

次に、今後対応しなければいけない問題点について見ていきましょう。作業部会で話し合いをするなか

で、反対意見とか、意見としてはいいができれば避けたい、控えたいとしづ考えもあったのは事実で、す。し

たがって、これからも草案づくりのなかで、もっとデ、イスカッションしたいと思っています。最終的には各国

政府にきちんと影響力をもたせられるものにしたい。障害をもっ人たちにとって、もっとも適切な文書として

まとめたいと，思っています。これからさらに話し合いを詰めなければならないポイントは以下のとおりです。

1点目は国際協力です。

2点目は自己決定権あるいは自発的決定権です。人と違ってもいい、人と違っていられる権利について、

もう少し考えるべきだとし、うことです。たとえば、カナダPの代表者から、自己決定権については避けたいと

しづ意見が出ました。自己決定権とか自発的決定権とし、うと、国によっては、自分たちによる政府をつくる

とか、国家としての自決権、あるいは自治権につながりかねないとし、うことでした。

3点目として、いくつかの権利の漸進的実現とし、うことです。財政的な問題をはらんでいるものもあるカも

しれません。となると、最初にあげた国際協力が必要になるカもしれません。それは財政支援のことです。

経済社会的権利といった場合に、財政的な要素が含まれるカもしれないので、これについては時期尚早

な行動は控えたいとしづ意見が出ました。

4点目はデータの収集と統計です。多くの国々、特に先進国からの代表団、さらに障害者団体からの代

表者にはデータ収集、障害者関係の統計が、この条約に含まれるべきかどうかとしち意見があります。途

上国の代表者たちはこうし、ったものを条約に含めるべきであり、これには予算や資源の分配のメカニズ、ム

に役立つと言いました。また、こうし、うデー夕、統計があれば、財政的にもプラスな結果が出るのではない

かとし、う意見でした。その一方で、障害に関するデータ収集や統計は、政府から支援をもらっているところ

とそうでなし、ところがあり、この部分については、非常に多くの脚注がついてしまいそうな状況です。

5点目として、言葉や文言の定義。たとえば「障害」品、う言葉が何を定義してし、るのか、条約、人権条約

のなかでは障害がどのように書かれているのか、定義づ、けがはっきりしていないとし、うことがあります。 EU、

障害者団体の代表団からこうし、った意見が出ました。

さらに、アジアの参加者代表団からも定義づけについて疑問を提起したし吃しち意見が出ていました。こ

れは特別委員会で、もさらに議論を深めたいと思います。ユニバーサルデザインとか、アクセシピリティとか、

コミュニケーションとか、こうし、った英語の言葉を日々私たちは使っています。しかし、英語圏のアメリカや

ヨーロツノミなと、、で、はよく使われているカもしれないけれど、アジアや太平洋としち私たちの地域ではそれら

の言葉をどのように定義するのかを詳細に話し合う必要があるようです。

6番目として特定の権利です。今、すべてを説明する時間はありませんが、国によって望まれている権

利が異なるとし、う例もあるようです。たとえば「生活権Jや「生命の権利J品、った言葉、考え方についてもさ
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らなる検討が必要だと思われます。

7番目としてモニタリング機構があります。たとえば、拷問や残酷で非人道的な取り扱い含んだ強制的な

入院、あるいは強制収容といった考え方があります。国によってはすで、に禁止されているところもあります

し、途上国のなかには収容がまだ行われているところもあります。ですから、この取り扱いについてもさら

に検討しようと言われています。自立した生活が行われているかどうか、こうしづ問題についてもまだ脚注

がたくさんついていて、改めて特別委員会で、話し合っていこうとされています。

時間とエネルギーが必要とされる作業ですが、なかでもこのモニタリングメカニズムはとても大切な部分

です。第25条で、国レベルでのモニタリングメカニズムについて言及していますが、果たしてそのメカニズ

ムがどうしちものであるべきなのか、どのように運営すべきなのか、これも多くの脚注とともに、もう少し踏み

込んで検討する必要があります。

条約採択に取り上げられるべき課題

条約採択にあたってどのようなことが起きるかとし 1うことですが、 3点があげられます。

まず1つ目。たとえば、国際協力には、どうしても財政的支援が含まれてきます。財政的支援を求められ

る側の先進国のなかには負担になるとし、うことで若干、論議があるカもしれません。またそれが本文に入

るならば条約が採択できない国も出てくるカもしれません。

2点目としては、反対に途上国の姿勢が反映されています。途上国のなかには、豊かな国からの支援も

なく、この条約において要求ばかりされていると感じた場合には、条約は採択できないとしち意見も出てい

ます。

それから3点目。この条約の草案が障害者のために「強制しうる」役目がなくても権利が存在するのだと

しち声明のようなものか、あるいは記述程度にまで、レベルを落されるかもしれないとし1うことです。この条約

が法的拘束力をもたない、宣言と同じようなレベルのもので、あるとすれば採択されlこくし、という考え方で

す。

日本が担うべき役割とは

今回、私はせっかく日本に来たわけですから、日本政府、関連NGOが、草案についてどのような役割

を果してほしし、かについて発言したいと思います。日本政府やNGOの仲間たちはよりよい人間社会に何

十年も貢献してきました。国際障害者年の最初の十年がありました。そのときも、その後の2回目の障害者

の十年でも、日本は大きな貢献をしてきました。ここにいる私たち、特に障害者のコミュニティからは、日本

政府、民間、 NGOがこれからも大いにこの問題に関心を払い、引き続き条約のフ。ロセスを支援し、さらに

協力をしてくれれば大変うれしく思います。国際協力を通じて、障害者に対する差別撤廃、平等化、途上
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国の市民、特に障害者へのサポートに力を貸していただければと思います。

この条約は近い将来、採択されますが、これにより障害をもっ人たちの自由、権利に、大いにプラスに

なると思います。私たちが5齢、意思をもち、前向きに考える姿勢をもち、パートナーシップを組んで、協力し

合う、お互いを信頼して力を合わせていけば、近い将来、条約が素晴らしい形で採択されるでしょう。

障害者権利条約作業部会一日本政府代表団に参加して

DPI日本会議事務局次長金政玉

政府との協議

作業部会に政府代表団として参加した報告をします。その前に、去年からの経過を話す必要があると思

います。昨年12月に日本政府としての権利条約に関する見解が出されたと言いましたが、これは2回目

です。最初の見解は去年の3月の時点で出されましたが、私たち障害関係、のNGOには、まったく知らさ

れませんでした。国連の事務局に送られ、私たちNGOが目にしたのは2か月後の5月でした。特別委員

会が開催される1か月前にやっと気づき、急逮、外務省を通じて政府lこNGOの立場から申し入れをし、

条約の内容についても私たちの要請をきちんと受け止め、協議を通じて政府の意見として反映してもらい

たいとしづ趣旨の話し合いを積み重ねてきました。 6月の2回目のニューヨークでの特別委員会には、 NG

Oからの推薦でDPI日本会議の東が、政府代表団に入ることができましたが、それ自体画期的なことでし

た。

その後の政府との協議は、 NGOとのパートナーシップをつくり上げる方向で、協議が進められ、私が1

月の作業部会に、代表団の1人として参加できたのも、そうし、った経過のなかで、のことで、あるとご、承知おき

ください。

政府との協議を進めるなかで、 NGOとしての立場から各論に入る前の総論としての申し入れをしました。

総論のなかの重要な点として、差別の定義や締約固として実施すべき義務とか、モニタリングのことに絞

って申し入れをしてきました。外務省角参事官の報告(資料集P6)では、日本政府の基本的なコンセプト

に関わることが言われています。

今回の作業部会では、基本的に障害者の権利の保護・促進を差別禁止の観点からとらえるか、あるい

は、権利保護の奨励措置の観点からとらえるか品、う2つの立場から議論が交わされたと思います。作業

部会報告を議題に、政府と]DF準備会で協議の場がもたれました。角参事官報告とほぼ同じことがこの

協議でも報告され、そのとき私は、日本政府としては障害者の権利の保護促進について差別禁止の観点

からとらえるのか、権利保護の奨励措置の観点からとらえるのか、また、現状では日本政府は、差別禁止

の観点とし、うよりも、権利保護の奨励措置の観点の立場から、権利条約の内容についてアプローチして
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いるのではなし、かと指摘しました。この点が基本的なコンセフ。トとして、現状はどうなのかを確認しておくl必

要があると思います。

日本政府の作業部会に向けた基本的な考え方は、市民的、政治的な権利に対する自由権的なアフ。ロ

ーチと経済的文化的な立場に立つ社会権的なアフ。ローチの両方をやってし、こうとしづ考え方です。これ

は正論に見えますが、差別の禁止としづ施策が非常に立ち後れてし活現状から考えると、権利擁護の奨

励措置、社会権的なアフ。ローチから日本政府は対応しているのではなし、かと、個人的にもそう思っていま

す。そうし、うことを考えてしてと、私たちとしてはこれからどのように政府との間で協議を進めるのかが今後

の重要な課題になってくると思います。

条約制定までのいくつかのポイント

私は1月の作業部会に政府の代表団の1人として参加しました。 40人の作業部会の委員のさまざまなN

GOや政府の立場から意見が出され、私も議題ごとに日本政府の委員にインプットしました。この2週間を

通じて、ポイントだ、と思ったしてつかのことがあります。

障害をもっ当事者からすると、差別や権利侵害を受けていても、差別や権利侵害とも思えなし、くらい慣

れてしまっていることも含めて、日々の生活ではいろいろなことがあるわけです。午前中の山崎先生のお

話のなかで、条約というのは遠い話のように思えるが、一番肝心なことは、自分の生活の足元から見直し

をして、条約の内容との関係を国内の法制度につなげて考えていく視点から見る必要があるということで

した。まさに、今の時点での日本政府のコンセプトは、政策的には社会権的な観点から障害者施策を推

し進めていき、漸進的に少しずつ状況を変えていきましょうとし、うところをまだ越えていないのだろうと思い

ます。個別の人権侵害があったときに救済がで、きる国内の差別禁止法の制定を目指そうと取り組んでい

ますが、条約の内容をそのパックク、、ラウンド、となる国際的な基準に少しで、も近づけたいとし、うことが基本的

にあると思います。

そうし、った観点からし、うと、以下の3つの点をきちんと見ておく必要があると思います。

1つ目は差別の定義です。作業部会での差別の定義に関する議論は直接的差別と間接的差別の両方

見てしてという意見が主流でした。直接的差別品、うのは故意に差別することで、虐待も含まれます。間接

的差別は障害をもっ人たちの特性やニーズを理解できない、または、無知のために結果として起こる差

別のことです。日常の生活のなかでは間接差別がはるかに多いわけです。たとえば、 2階にあるファミリー

レストランです。経営者は、障害者に利用させないためにわざわざ、2階につくったのかとし、うと、それは違う

と思います。やはり立地条件やコストの問題で、 2階にレストランをつくった。しかしながら、結果として障害

者を排除している。そうし、ったことが意図的、直接的ではないが、間接的な差別であるとし、うことです。そう

いった間接的な差別も含むものとして、差別の定義をきちんと考えなければならないとし、うことが1目のポ
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イントです。

2番目のポイントは、合理的配慮という新しい概念が、これから条約の内容を考えてしてうえで非常に重

要な課題だということです。合理的配慮というのは個別の障害者の障害種別や程度に応じた特性やニー

ズにきちんと適切な配慮、をしなければ、障害をもっていない人と閉じスタートラインに立てないとし、うことで

すので、まず前提としてそれが権利条約の内容に盛り込まれなければ、権利条約そのものが、実効性を

もてないということです。

3つめのポイントはモニタリングの仕組みで、す。個人通報、国際的なモニタリングの仕組みのなかではと

ても重要なものです。私はあえて言えば、条約の内容に基づいて、圏内的なモニタリング、の仕組みをどの

ようにつくってしてかが、大きな課題だと思っています。障害者の分野で、条約に基づいた国内のモニタリ

ング、の仕組みをどのようにつくってしてか、当事者参画を明確にしてして中で私たちの切り口から見ていく

必要があると思います。

指田 3番目のパネリストのお話に移りたいと思います。高田英ーさんl訂DFの障害者権利法の検討委員

会の委員です。ブ、ンタンさんからもお話があったバンコク草案の審議でも積極的に発言されていますので、

今回の作業部会で出された草案について率直なご意見をうかがいたいと，思います。

バンコク草案に対する意見

全日本ろうあ連盟常任理事高田英一

私は、ニューヨークの会議には参加しておりません。バンコク草案の審議は、昨年10月バンコクで行わ

れ、私はそれに参加しました。たいへんよい草案になったと，思います。これが今回の国連のアドホック会

合での討議のたたき台になったわけで、す。

私は聴覚障害者、ろう者という特別な立場におります。バンコク草案のいちばんょいと思うところは、いろ

いろな分野の障害者の発言が、きちんと整理されて案に取り入れられたことです。障害者とし、っても、一

色に染められるのではなく、聴覚障害は聴覚障害なりに、視覚障害は視覚障害なりに、車いすの方は車

いすの方なりlこニーズが違っています。それぞれが、特別な立場にあり、それぞれが一つひとつ尊重され

なければならないと思います。たとえば、午前中に外務省の角参事官がお話された、ろうの方、盲の方は

ろう学校や盲学校とかを求めるが、他の障害者の方は普通の学校に一緒に入りたいと言っている、これを

どうするかとし、うお話がありましたが、それは簡単なことです。ニーズが違うので、ろう者や盲人は・ろう学

校や盲学校をつくって入れればいい、そう区別すればよいわけです。

障害者の特別なニーズを無視した権利条約は、われわれにとっては意味のないものになると，思います。
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障害者はそれぞ、れニーズ、が違う。これは単純なことですが、これまでのわが国の経過を考えると大きな団

体、あるいは声の大きな団体の意見が尊重され、その他はなかなか通らないとし、うことがありました。その

あたりが変わってきたことは最近の大きな特徴で、あり進歩で、あると思います。

手話は言語である

私たちは手話について特別な関心をもっています。私たちは手話は言語で、あるとしづ考え方をとってい

ます。一般的に社会の言語がしてつあるかとしづ質問をすると、おそらく3，000とか3，500とか答えが返

ってくると思います。しかし、私たちろう者の答え方は違うのです。社会の言語は2つしかなく、 1つは音声

言語、もう1つは手話です。そして手話には音声言語と同じように3，500ぐらいの手話があるとしち答え方

をしています。

言語とは何か、なかなか定義が難しい問題ですが、手話はよく身振り、ジェスチャーと混同されます。で

も手話は言語であり、身振り、ジェスチャーはあくまで、も身振りで、あり、ジェスチャーで、す。私たちがつくっ

た日本語手話辞典では、見出し語だけで8，200あります。基本的な語葉だけ集めたわけですから、実際

の手話の語葉はもっとたくさんあるわけで、す。身振りやジェスチャーは簡単です。せいぜい20'"'"'30くちい

です。でも、手話を身につけるとし、うことは最低でも8，000、もっと覚えようとすると1万、 2万と語葉を習得

しなくてはなりません。そうし、ったところがなかなか聞こえる人や他の障害者にはわかってもらえません。そ

こにわれわれの壁があると思います。

バンコクでは、手話言語があるとし、うこと、手話言語は音声言語と対等の言語であること、まず、手話通

訳が必要であること、手話通訳の養成が必要であること、派遣制度が必要であることなどを認めてもらいま

した。バンコク草案がそのままニューヨークに行きました。内容に小さな変更はありましたが、基本的なとこ

ろは変わっていません。私はニューヨークへ行きませんで、したが、世界ろう連盟代表としてそのバンコク草

案について連絡をとりながら、発展させる努力をしました。障害者団体の分野はさまざまですが、障害者

はそれぞ、れのニーズ、意見について、国内的にも国際的にも意見をまとめ、整理する必要があると思いま

す。

手話についてもう1つ問題になってくるのは、教育におけるろう者の関心です。私たちはろう学校にお

いて手話を用いるべきだと考えています。でも今までろう学校、特に日本のろう学校は、手話を言語と認

めない、あわせて手話をろう学校で教えようとしない、教えるどころが、使うことも認めなかったとしづ状況が

ありました。実際にろう学校では手話を使っています。手話を使わないと生徒と先生の聞のコミュニケーシ

ョンがで、きませんoそれでも文部科学省は表向きは手話教育を認めないとしづ態度をとっているわけです。

これはなぜか。まず、手話は言語でないとし、う考え方があり、手話で教育をしていたら、学力の向上に結

びつかないとしづ考え方があるのです。私たちは逆に考えています。手話のコミュニケーションを基礎とし
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て、読み書きを学ぶことで基本的な学力を向上させると考えているわけです。実際、スウェーデ、ンやアメリ

カなどでは手話を使いながら、基礎的な学力向上をはかつており、ろう者が政府などの職員、学者など、

専門的な職につくようになってきています。これは大事なことです。

聞こえる人たちはどうやって言語を習得するかといえば、聞くことから始め、話し、書く、読むようになりま

す。聞くことと話すことが前提にあり、それができなし立読み書きができないとしづ理解があります。われわ

れは、聞く・話すことはできません。けれど手話で、コミュニケーションをし、その発達を通じて読み書きの発

達に結びつければよいと考えています。そうし、った基本的なことがなかなかわかってもらえません。

権利条約について広く国民的に議論しよう

先ほど、社会開発、国際協力の問題が出ました。これは完全参加の問題につながりますが、完全参加

の問題は社会開発につながり、平等は権利につながる、この2つは切り離すことがで、きない一体となった

関係です。権利条約だから権利についてだけ論ずればいいとしづのであれば、本当の意味での権利は

守れません。アジアやアフリカなどの国では手話を言語として、憲法で認めている国もありますが、実際に

は手話は認められていません。手話は、一国においても地域でもばらつきがあります。一国において標準

的な手話を整理しなければならない、手話通訳制度をつくろうと思うと、まず手話通訳養成から始めない

といけません。これにはお金がかかります。だから、手話は言語であると権利を認められでも、それだけで

は権利は守れないのです。

ですから、完全参加と平等を目指すなら、権利、労働とともに、社会参加・開発を念頭に入れないとなり

ません。そうし、う意味で、国際協力は重要です。障害者社会における国際協力にはお金はかからない、

環境を破壊することにもならないと思います。一般的な経済協力と比べれば、安い金額で障害者の支援

をすることができると思います。

今、権利条約について熱心に討議されていますが、考えてみると、まだ一部関係者の聞にだけとどまっ

ています。国民が、一般的に知る機会がほとんどありません。ここで国民的に論議する必要があると思い

ます。日本のように情報が発達した社会でもこのような状態ですから、発展途上国では、もっとどうにもなら

ない状況があるのではないでしょうか。発展途上国にもいきわたるように国際協力を条約のなかに含める

ことが大事ではないで、しようか。

私たちは聴覚障害者、ろう者の社会参加、平等を通じて、他の障害者にも参加をすすめ、人類全体の

完全参加と平等につなげていく方向を目指しています。考えてみれば、完全参加と平等は障害者だけの

問題ではなく、世のなかには完全参加にも平等にも関われない人たちが大勢いると思います。私たちの

論議を通じて、まわりの人たちの完全参加と平等が実現できればいいと思います。
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指田ここで、パネリストのみなさんから、補足したい点がありましたらよろしくお願いします。

アジアが一体となって

ブンタン EU、ラテンアメリカ、アフリカなどの地域では、自分たちの立場を集団的にうまく表現することが

できる国が多いかと思います。残念ながら、私たちのアジア太平洋地域では、それぞれの国や団体が、そ

れぞ、れの立場で、ポジションを説明しようとする傾向があります。ときにはそれがいいこともありますが、よくな

いこともあります。私たちが行おうとしているのは、バンコク草案としづアジア共通のものをもって、条約に

結びつけようとしているわけです。私自身は、アジア太平洋地域がもう少し一体となり、し、ろいろなことを訴

えていければと思っています。その意味で、バンコク草案は1つのきっかけとなり、交渉の材料となるので

はなし、かと思っています。いろいろな問題点があげられ、却下されたものもありますし、問題点によっては

無視されていますが、これまであげてきた問題を生かして、きちんと対応していければと思います。

NGOとして、認められること、認められないことを明確に

金先ほど日本政府のコンセプトとして、奨励措置の観点から、権利条約にアプローチしているのではな

いか、と申し上げました。恒久的な特別措置は、障害者への差別と見なすことはあってはならなしせしち政

策との関係で具体的に言うと、協議のなかで議論になるのは、障害者の雇用割当制度です。これは、政

策的オプションとして必要で、当然、権利の奨励措置だとし、う考えをきちんともつべきということなのです。

企業によっては、面接の申し入れがあっても、法定雇用率を満たしているのだから、それ以上障害者を

雇う必要がないと門前払いをしてしまうとしづ問題を常にはらんでいることも、差別禁止との兼ねあいで、

考えなくてはいけないと申し上げたいのです。

これからの、 NGOとGO(政府)の関係づくりのなかで、具体的な意見のやりとりで、 NGOから見て一致

できる点とできない点があるとしち話もありました。たとえば、やむえない場合は強制的収容もありうるとし、う

のは、 NGOの立場としては、認めてはいけないことだ、と思っています。認められること、認められないこと

をはっきり議論で、伝えながら、一致できることを広げて、確認しあってやっていくとしち手法、方法がこれか

ら問われると感じています。

インクルージョンに対する考え

高田障害児が普通の学校に入って、一緒に勉強するとしづ考え方、これはインクルージョンと呼んで、い

ますが、私はインクルージョンの問題について、バンコクの国連関係の関係部会で、何回も論議しました。

最初は、私はインクルージョンの考えに反対で、したが、今では賛成していいと思っています。その理由

の1つは、インクルージョンとし、うのは日本やアメリカ、ヨーロッパには向かないとユネスコの職員が言って
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いることです。日本やアメリカなどでは、学校の制度が完備しているので、インクルージョンは困難だし、必

要ないとし1うのです。必要なのはアジア、アフリカなど、学校がそろっていない段階の国ではインクルージ

ョンの考えは適当で、あるとしています。学校も先生さえいないところが、障害児の学校と普通学校を別々

につくるのは経済的にも大変なので、まとめて一緒に、同じような条件で、勉強で、きるインクルージョンのほ

うがし、いということです。

インクルージョンを日本で実践することはほとんどありません。でも、逆に一般の学校にきちんと手話の

できる先生をいれて、ろう者の先生も入れて、ろう者グループで勉強できる。そして、同じように学力を伸

ばすことができる、そうし、うことができれば、学校が一緒になっても別にかまわないと思っています。インク

ノレージョンとしづ問題、統合教育の問題も権利条約に盛り込まれるようですが、もっと深く考える必要があ

るかと思っています。
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-リソースパースンからの発言

指田次に、リソースパースンの山崎公士先生、それからモハメド・タラウネさんのお二人にご助言をいた

だきたいと思います。

権利条約と並行して差別禁止法の制定を

新潟大学法学部教授山崎公士

午前中と午後のお三方のお話をうかがって、 2つの点を申し上げたいと思います。障害者の権利をめぐ

る問題も含めて、さまざまな人権に関わる制度設計を考える場合、法からのものの見方から見た場合、 2

つの側面があります。

1つはどういう権利を法として保障するか、中身とするかとしづ実体の問題。 2つ目は国際的にこれは守

るべきだという実体が確定したとしたら、どうやって守らせるのかという手続きの問題。実体を確立すること、

それを守らせる手続きをきちんと仕組みとしてつくること。これは圏内でも国際でも両方とも大事な話だと

思います。この2つの側面が午前、午後、両方すでに出てきていると思います。 2つの側面に絞って、特

に今後の日本国内での課題という点で、お話しさせていただ、きます。

手続きの問題

1つは手続きの問題です。障害者権利条約で言えば 25条関連ですが、モニタリングの制度の話です。

まだ起草過程で十分煮詰まっていませんが、金さんからも、先ほど国内でどうし、うモニタリングの仕組みを

つくってしてのかはきわめて大事だとし、うご指摘がありました。私もまったくそのとおりだ、と思います。

振り返って、これまでの日本の人権救済のやり方、特に行政におけるやり方を若干批判的、反省的に考

えてみたいと思います。たとえば障害をもってしも方々をめぐる問題では、省庁縦割りのなかで厚生労働

省がもっぱらその所管でした。仮に苦情、救済のお願し、をする場合でも、厚生労働省の枠内で、とどまって

いる場面があります。すると厚生労働省の先輩に当たる方が行ったことを否定してしまうような決めご、とは、

同じお役所のなかではなかなかしにくいものです。同じ省庁のなかだ、けで、救済の仕組みをつくってしまう

と、当事者からすると十分な救済はあまり期待できないことになります。

諸国では、あらゆる行政、立法、司法、裁判所から独立する国内人権機関、人権委員会やオンブ、ズ、パ

ーソン制度を、特に90年代半ばから続々とつくってきました。今、 100弱の国では、ひとつの国で、3つも4

つも独立した機関などをつくっているので、全体で数百の独立した国内人権機関ができていると思います。

日本では残念ながらいまだにできていません。

金さんのご指摘のとおり、昨年の10月の国会解散で、廃案になった人権擁護法案では政府から独立した

人権委員会を予定していました。しかし、これは法務省のなかに置かれることになっていて、刑務所や入

内
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管で起きた密室人権侵害には適切に対応できないと、大きな批判が出て、結局廃案になりました。これは

厚生労働省関連でも同じです。

今後、障害者権利条約の関係でモニタリング、特に圏内モニタリングをどうするのか、その受け皿の話は

当然出てきます。今後、国会に要望しますが、できれば議員立法で人権救済法案を今国会、次の国会に

超党派で出してほしいとし、うことを、働きかけつつあります。

この新しい救済制度を日本でつくろうという話と障害者権利条約、差別禁止法をつくっていこうという話

は、実はNGOのなかで、も縦害IJりになってしまっていて、それぞれの専門家が別個に検討していて、横の

つながりがなかなか見えてこなし、という欠陥がありました。

この機会に訴えたいのは、圏内のモニタリングをつくるという場合には、新しい人権救済機関としての人

権委員会がその要となることが強く想定されるので、こちらの人権救済機関づくりの話にもぜひ、関心をも

っていただきたし立し、うことです。

モデ、ルとしてはオーストラリア連邦の人権・機会均等委員会、あるいはカナダの連邦の人権委員会がこ

れに当たると思います。オーストラリアの人権・機会均等委員会では、委員が7名いますが、それぞれ専

門をもっています。アボリジニの問題を担当する方、ジェンダー問題を担当する方、障害をもっ方の問題

を担当する方、もちろん委員は当事者出身です。この手のことは先進国では当然の話なのですが、これ

から日本も政府から独立した人権委員会をつくるとなれば、そのなかに障害のある当事者を1人常勤の委

員として入れることを、当事者団体として積極的に要望をしていただきたいと思っていますo

人権委員会は救済にあたるだけではありません。諸外国の例では、人権教育、人権相談と救済、人権

政策提言も行っています。私たちはこれを、三位一体と言っていますが、この3つ分野で過不足なく活動

することで、その国の行政や社会慣行のいたらないところが見えてきて、立法も行政も司法もそれに立ち

向かうとしち姿勢ができてくるわけです。ぜひ政府から独立した人権委員会づくりに障害者団体の皆さま

も関心を寄せていただきたいと思います。

実体について

第2点目は、実体の話です。

もちろん障害者権利条約ができて、それに日本国が入ることはとても大きな意味をもちます。しかし、な

かなかそれだけでは裁判や行政では使いlこくし、のです。確かに憲法にも差別の禁止に関する 14条はあ

りますが、しかし、憲法は基本的に国家権力と国民との約束ですから、私人が大企業で差別を受けた場

合には、直接には憲法は使えないのです。たとえば、障害者差別禁止法とし、う法律があれば、私人の差

別に対して損害賠償などを求める訴訟の場合、弁護士が使いやすいとし、うことになります。差別禁止法を

つくる場合、弁護士さんが裁判で権利主張するさいに使い勝手が悪い憲法の部分を補強するとし、う第一
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の意味があります。差別禁止条例ができることも大事なことです。

いろいろな道具立てをしないと、弁護士さんが条約の条文を使って自分たちの権利主張を補強すること

はしにくいのです。ところが、法律があれば、即裁判に使えます。権利主張をし、また救済を求め、さらに

社会変革をするためには、憲法や障害者権利条約だけでは、不十分だと思います。その意味で、障害者

権利条約が成立した後の批准促進運動と同時に、障害者差別禁止法を求めるという動きがタイアップし

て起きるべきだと思います。社会ルールの最低限の合意として、障害者に対して教育の場面、雇用の場

面、パスに乗ったときとか社会生活のさまざまな場面で、差別してはいけないというノレールを、国会で成立

した法律に書き込むことがとても大事です。これには社会的意味合いがあります。国会とし、う国民の代表

が組織する場で、国民の総意で、障害者をもっ人をさまざまな場面で差別しないことを、社会的な合意と

して、私たちが確立し、確認する、これがいちばん大きなことカもしれません。こうしち意味があるので、障

害者権利条約を求め、できた後に批准を求めると同時に、並行して障害者差別禁止法を求めるべきと思

います。

-指定発言者からの発言

松井後半のデ、イスカッションを進めます。最初に、指定発言者の東京大学先端科学技術研究センター

の長瀬修さんと世界精神医療ユーザー・サパイバー・ネットワークの山本真理さんで、す。

障害者の権利条約特別委員会作業部会報告。条約草案決定さる。

東京大学先端科学技術研究センター特任助教授長瀬修

社会開発委員会での機会均等基準の補足案採択に関する報告

社会開発委員会での機会均等基準の補足案の採択に関してまず報告させていただきます。これは、外

務省にも確認してもらいましたし、また2月13日付の国連のプレスリリースで確認がとれました。

読み上げます。「社会開発委員会は障害者の人権の保護促進、また、機会均等化の促進に関する決

議を採択しました」これは E/CN.5/2004/L.6それの改訂版の1という番号で、後日、国連のホームページ

にアップされると思いますので、確認をお願いします。

この内容は、社会開発委員会は経済社会理事会に対して以下の勧告を行う。すなわち、次の国連総会

において、機会均等基準の補足案の採択を目的として取り上げるように勧告を行うというもので、普通に

解釈すると、社会開発委員会としては機会均等基準の補足案を採択したとし、うことです。そして、次の経

済社会理事会という、もうひとつ上の段階に今度は移ることになります。機会均等基準自体も国連総会で
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採択されているので、その補足案も国連総会で採択されることになるとし、うことです。基準規則の補足案

に関しては以上です。

当事者の参加は大きな前進

私は第1回特別委員会、第2回特別委員会、そして今回の作業部会と国連本部レベルのフ。ロセスを見

てきて、まず申し上げたいのは、 40名の作業部会の構成委員のうち、少なくとも 12名が障害者を代表す

るNGOの代表で、条約草案づくりの正規のメンバーになっているとしづ歴史的な大きな前進です。従来

あまり発言されてこなかった精神医療のユーザー・サパイパ一、また知的障害をもっ本人、従来知的障害

の場合は、育成会の親の立場の方が代弁をする形でしたが、今回の作業部会ではご自身が、たとえば9

歳から 15年間施設収容されたという知的障害者自身が支援者の人と一緒に発言しています。そして、施

設収容の問題について訴えるとしち切実な、体験にも基づいた形で国際的な基準づくりがなされるように

なったとし、うことは、本当に素晴らしいと思います。

とりわけ、今回の作業部会のなかで、アジア太平洋の存在感が非常に大きいことを誇りに思います。 U

NESCAPを中心としたアジア太平洋の十数年の取組みが、政策面で、も国際的なレベルで、インパクトをも

つようになってきたことをまざまざ、と感じています。実際の草案づくりの作業のなかでも、アジア太平洋の

功績、また、日本に目を向けると、とりわけ高田さん率いる全日本ろう連盟、日本DPIが出したさまざまな

提案、提言が世界の障害者の権利を守る条約のなかにきちんと反映されてきたことを感じています。

それは日本政府との関係についても言えると思います。今回の金さん、前回は東弁護士が政府代表団

に入りましたが、こうしづ形で、実際にNGOが日本政府のなかにも入ってして、また、 NGO独自としてお

そらくアジア太平洋レベルで、はこれまで、もあったことで、すが、少なくとも、世界レベルの、こうしづ障害分野

の基準づくりのなかで、日本の障害者自身の意見が具体的に反映される形で、今まさに条約がつくられ

ている、日本の障害者自身が実質的な中身に関与するようになったとし、うことは、本当に素晴らしいことだ

と思います。

条約草案づくりと日本

今、行われている条約草案づくりのなかで、具体的にどうしづ論点が日本との関連で、あるのかを2つだ、け

取り上げてお話ししたいと思います。

1つは、教育です。これは今回の作業部会でも、非常に熱い意見が出されたところで、した。それは、機会

均等基準をご覧いただければわかりますように、とりわけ、手話を用いるろう者の教育をどうし、うふうに位置

づけるのか。また、世界盲人連合から出されていた盲児の教育を盲学校で行うことも選択肢の1っとして

位置づけるべきだとし、うことです。これは私が行ってしも障害学で言えば、障害文化品、う観点からも非常
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に興味深い議論なのですが、選択肢の1っとして、手話を用いるろう学校、ろうの先生がたくさんいるろう

学校、点字をきちんと身につけさせてくれる盲学校、そういう選択肢をどう位置づけていくか。ともすると、

インクルージョン一色という議論もあるなかで、盲学校やろう学校もきちんと位置づけてほしいとし、うろう者、

盲人からの声が出されています。ただ、それを日本の基本的なまだ強制的な分離の仕組みのなかで考え

たとき、現在の議論の大前提になっている子ど、も、もしくは、保護者の選択の自由は、ないがしろにされた

ままなわけで、 1周遅れの議論をしている感じがします。今の条約草案の形で進んでしてと、教育につい

て、これから日本国内で、議論をもっと深めなければいけない点だと，思います。

もうL点、何人かの方がおっしゃっていますが、今回の条約議論のなかで合理的配慮、の提供が、障害差

別の定義との関連から申し上げても本当に革新的な部分となると思います。職務のさまざまな変更や、具

体的には職場での手話通訳者の提供もこの合理的配慮、に含まれますが、そうしち仕組みゃ制度を日本

の雇用率のアプローチと、どのように並立させていくことができるのか。その意味で、これから政府とNGO

の協力関係という大枠は非常に大事ですが、その先の議論、本当の政策的な議論を深める、そういう舞

台がようやくできた。ここから本当の議論を政府側、 NGO側でしていける、そういう意味では非常にわくわ

くしています。同時に、障害者グループ聞で、もたとえば教育の問題で、もまだまだ、相互理解が足りない点が

あるのではないかと思います。私自身も育成会の国際活動委員長という立場におりますので、 NGO側自

身の課題もまだあると感じています。

強制医療・強制収容の撤廃を目指して

世界精神医療ユーザー・サパイパー・ネットワーク山本真理

お手元にある別刷りになっている「国連障害者権利条約作業部会への提起Jが、世界精神医療ユーザ

ー・サパイパー・ネットワークが作業部会に対して出した文書です。これは私が解説と一緒にまとめてつく

ったものです。

精神障害者のネットワーク

私どもは国内組織としては、全国「精神病j者集団とし、う組織で、 1974年につくられました。ちょうど30年

前です。国際的にも、精神障害者の全国的なネットワークの運動が、各国で始まったのは、だいたい 1970

年初頭くらし、です。

われわれの運動の始まりは、閉じこめられたくない。強制医療は嫌だとしち非常に大きな怒りでした。私

たちを弾圧してきたもっとも大きなものが強制医療であり、強制入院でした。それに対して闘うというところ
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で、世界各国どこも共通した形で、運動が始まったと言っていいと思います。私どもは強制入院の撤廃、強

制医療の撤廃、当時は精神衛生法、今は精神保健福祉法ですが、その撤廃を結成当初から掲げ、運動

を続けてきました。発足当時私たちの運動は国際的なつながりはもっていませんでしたが、その主張は驚

くほど共通しております。確かに精神医学とし、うのはインターナショナルなもので、すし、そうしづ形では同じ

ような体験を私たちはしていると言えます。

世界精神医療ユーザー・サバイパー・ネットワークにある、「サパイパーJとし、う言葉はわかりにくし、と思い

ます。「ユーザー」は精神医療の利用者ですが、「サパイパーJは、同じ国連の会議に出ている地雷サパ

イパーネットワークとし、うのがありますが、これとある意味で同じです。つまり、私どもにとって精神医療は、

地雷と同じような、あってはならない非常に恐るべき体験だとし、うことです。そうした精神医療からわれわ

れは生き延びた者で、あり、精神医療に対する批判を込めて、自ら名乗る自己定義でもあるわけです。

私たちは世界精神医療ユーザー・サパイパー・ネットワークとしては、私たち精神障害者が法の下で人

として認められる。そして、完全な法的能力のある人として認められているだろうか。そして、そのうえで、

われわれ精神障害者、もちろん障害者全体そうですが、国連人権規約が適用されているだろうか。国連

人権規約、拷問禁止条約というものをわれわれの障害のとらえ方から見たとき、どういう読み直しができる

のか。そうした間いをまずもちます。そしてそれらが認められていなし、からこそ、私たちは障害者人権条約

を必要としているわけです。

WNUSPの作業部会の提起のなかにあるように強制医療、強制収容というものが拷間にあたる

としづ主張のもとに、この作業部会がつくった草案のなかには、拷問禁止の条文のなかに「強制治療撤

廃jが入りました。今まで、強制収容強制医療は、例外的であれやむをえない、だから適正手続きが必要

あるいは政府ガードが必要という議論が、強制医療をめぐる主な議論であり、これは精神保健専門家だけ

ではなくて、人権擁護団体も同じ主張で、した。

しかし私たち WNUSPは、強制収容・強制医療は拷問に当たるとしづ主張を師、それが、認められたの

が今回の草案です。この強制収容・強制治療撤廃が初めて公の文書に書かれたことは、 300年の圧政の

歴史を覆した歴史的勝利で、あると，思います。しかし、たくさんの脚注がついた項目ですので、これから非

常に難しい、交渉、闘いが続くと思います。

長年の戦いの成果を

午前中の外務省の角参事官のお話のなかで、こうし、う強制医療や治療の撤廃は、一部西側NGOから、

あるいは、文書のなかでも精神障害者のNGOのなかからとし、うことになっていますが、必ずしもそうし、うわ

けではありません。国連のロビーイングを目的とする国際障害同盟とし、う組織があります。昨年8月に国際

障害同盟は、心神喪失者等医療観察法案に対する抗議要請文を出しました。私ども世界精神医療ユー
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ザ、ー・サパイパー・ネットワークは国際障害同盟に参加していますが、この抗議要請文では強制収容強制

医療の撤廃が共通の主張として語られています。国際障害同盟に加入する他の組織からも、われわれの

強制収容・強制医療撤廃の主張は、障害者は人間であるという共通の認識から当然だと支持されており

ます。

一部の西側のNGOだけが強制医療、強制入院に反対したということではありません。私たちが障害者

として、違ってしも権利、あるいは多様性の尊重、自己決定の権利を考えるとき、鍵をかけて人を強制的

に閉じ込める、強制的に治療する、しかもその理由が障害を根拠として強制的に行うことはあってはいけ

ないのだというのはあまりに当たり前のことであり、多くの障害者団体がわれわれを支持していることをつ

け加えさせていただきます。

そして、日本国内では残念ながら、昨年、心神喪失者医療観察法案という新たな差別的な予防拘禁法

が、私たち精神障害者のみに障害を根拠としてつくられましたo 国際的にも各国で、とりわけ欧米では、

地域における強制医療を保障するさまざまな立法がつくられようとしています。この10年間は精神医療で

は反動の時代といってもいいと思います。強制医療、強制収容の撤廃としち立場を草案のなかに、さらに、

これからできる条約のなかに生かすことは難しいとし、う思しもしますが、これこそわれわれの300年の悲願、

30年の戦いの成果として、なんとしても国内の障害者団体とともに、日本政府も障害者の主張を支持する

ようにと交渉を続けてし吃たし吃考えています。
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-質疑応答

松井フロアから、質問を受けています。最初に中西さんから、タイやヨルダンで障害者団体が権利条約

づくりのためにどのように運動を展開していますか?としづ質問です。モンティアンさんとタラウネさんお願

いします。タイではどうですか?

タイ・ヨルダ、ンにおける権利条約づくりのための運動

ブンタン最初に一般に向けて特別委員会が行われ、発表されたのが、 2002年の末でした。これはちょう

ど、国際障害者の日にあわせて行われたのですが、その時に政府とNGOがUNESCAPに集まり、国連

の障害者人権条約について話し合いをもちました。日本からの参加者もいました。ちょうどアジア太平洋

障害者センターがオープンしたときで、中西さんもいらっしゃいました。それから話し合いがスタートしまし

たが、段階としては初期の段階です。

タイの場合は、首相の諮問委員会が設置され、決議を出しています。タイ政府はこの条約に対して、完

全に支援体制をとっています。タイの障害者の世界でもこれは非常にエキサイティングなことでした。 NG

Oが条約づくりに参画できるとしち素晴らしい知らせになりました。それまで、はプロセスのオブ、ザーパーとし

てしか参加していませんでしたが、今では代表団、直接の参加者として参画ができます。

2002年にはナ、ンョナルセミナーも行いました。ここで、第2回特別委員会に向けて、タイ国がどのような

姿勢をとるか明らかにしました。タイはこのプロセスに前向きに取り組んでいます。さらに、障害者のコミュ

ニティを越えてこの動きが広がっています。人権委員会もしかりです。国の人権委員会の設立にも非常に

前向きですし、多くのUNESCAPのイベントにも固として支援しています。

12月、起草委員会がスタートした少し前に、諮問会議をもちました。そこにも、いわゆるNGO、障害者

団体が参加しています。今回の人権条約を起草し、採択するのに向けて、タイでは非常に密に、直接的

に参画しているとし、うことです。

タイでは、政府の改革も行われておりまして、そのためにスロー夕、ウンしてしまったものもありますが、だ

いぶ政局も落ちついてきて、再びこの動きに勢いが出てきています。さまざまなキャンベーンが政府とNG

Oの協力のもとに行われています。

いずれはタイでもこの法律がきちんと制定され、それによって条約に沿った形で法整備がなされることを

祈っています。第1項からわれわれもそこに参画できているので、最終的にはこの条約が障害者の権利を

促進し、保護することになろうかと思います。憲法にも基本的にはうたわれていますが、やはり障害者の人

権に関する法律について、独立した法律が今必要になっていると思います。
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タラウネまず、ヨルダンの国レベルの話からしたいと思います。ヨルダンでは障害者委員会を 1993年に

設立しました。そこで、さまざまな障害者問題について法律をつくっています。その後、いろいろなアウェ

アネス・キャンペーンも展開しています。

ヨルダンはアラブ、の障害者の十年において、大きな役割を果たしました。さらに中束、西アジアといった

地域で、人権に基づくアプローチをとっていこうと大規模な改革も行っています。社会経済文化的権利ま

た宗教の権利、教育の権利、こうし、ったすべての権利について改革を起こそうということで、それを訴え、

いわゆる湾岸の国々、中東の各国にそれを広げようとしています。

ヨルダ、ンにも地雷サパイパー・ネットワークがあります。昨年の6月、私はアラブ諸国の運営委員会のメン

ノ〈ーとして会合に参加し、そこで起草委員会のメンバーを選び、それ以来、起草に参加をしています。当

然ロビー活動も行っています。その結果、アラブ国の代表を特別委員会作業部会のメンバーに加えること

ができました。

ヨルダ、ンの地雷サパイパー・ネットワークのデ、イレクター、アブ、ニーさんとしち方とも協力し、アラブ‘地域に

おけるさらなる改善を目指しています。このプロセスについて、アラブの諸国は皆それぞれにサポートして

います。そしてこの条約が採択された暁にはヨルダンは批准をする、またサインをする最初の国になるの

ではなし、かと思います。

ろう教育の課題

松井いまアラブ、の十年とおっしゃいましたが、これは第2の「アジア太平洋障害者の十年」と同じく 2003

年から 2012年までがアラブ十年品、うわけです。

続いて高田さんへの質問です。「ろう学校の存在について、普通の学校のなかで手話が使えるようにす

るとか、点字教育を行うとか画期的な転換がなされてもた、めなものでしょうかJ。ともに育つ会の方からの質

問です。

高田普通の学校に手話を入れるような形であればv'v吃言いました。でも難しい問題があります。アメリ

カではトライアングルというグ、ループがあり、ここでろう者、健聴者を一緒にして教育するという試みが行わ

れました。ポイントとなるのは、健聴の子どもの数も閉じ、どちらもグループとして30人ずつ、勉強するとい

うものです。もう一つは、教育する場合に、音声言語の健聴者と手話言語の2人の先生を置いて教えるや

り方で行われました。それが続いているのか、卒業した子どもたちがどうなったのかとしち情報は聞いてい

ません。だから問題も残ると思います。

もう1つの問題は、聞こえる人の音声言語を教える方法とろう者の手話での教え方法が違うことです。 2

人の先生が並行して教えることでどちらにもわかるかどうか、ちょっとわかりませんね。ろう者に手話で教え
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るとし 1えば、手話独特の教え方があるわけですから、単に2人いて解決できるものか。そうし、う問題はあり

ます。

普通の学校に障害者を入れるとしち考え方には、インクルージョンとインテグ、レーションの2つがありますo

健常者の子どもたちに障害の子どもを入れると、一緒になるけれど、押しつぶされてしまうとしづ問題があ

るわけです。インクルージョンは、手話で、はこうやって詰めるとしづ言い方をします。みんな一緒にするとい

う考え方、平等な立場で一緒にする。インテグレーションとインクルージョンは違うので、す。インテグレーシ

ョンは、既存の制度を前提としたやり方です。インクルージョンは制度そのものを変えてしまう方法です。

成功するか失敗するかわかりません。日本、アメリカ、ヨーロッパで、インクルージョンに成功した例は、ひと

つもありません。

日本の障害者団体が抱える課題

松井次は金さんにお願いします。自身連の方からの質問です。

r5月と8月に特別委員会が予定されていますが、日本の障害者団体として一番の課題は何ですか?

また、その課題解決に向け、現実的にはどのような活動、アクションが効果的だと思われますか ?J。

金当面の取り組みとの関係でお話しします。今度の特別委員会はNGOの立場では、正式委員としては

入れないので、オブザーパーとしての出席になります。特別委員会の前に各国ごとに、国内政府とNGO

との協議をしっかり行うことが必要だ、と思います。]DF準備会として外務省を通じた政府との協議も積み重

ねてきました。 5月から8月に向け、政府の意見にできるだけNGO、障害当事者の視点を反映させられる

ような協議内容づくりをしていかないとし、けないとし、うことだろうと思います。

]DF準備会のなかでは、権利条約について、事務局段階ではDPI日本会議が担当ですが、 3月下旬

に論点を明確にし、 NGOの立場からの意見・提議ができるような学習会をやろうと計画しています。その

論点がご質問の重要な課題にあたると思いますので簡単に紹介します。差別の定義、合理的配慮、身体

拘束強制医療、国際協力、情報とコミュニケーション、既存の人権条約の実施状況、モニタリングを中心

に、国内モニタリングの問題もあわせて、 NGOの立場からまとめ、政府との協議にそれを提起し、 5月、 8

月の特別委員会の政府の意見に反映させていけるような取り組みを、積極的に行っていきたし吃考えて

います。

松井 ]DFの説明をお願いします。

金 2002年に、 DPI札幌大会と大阪でのアジア太平洋最終年フォーラムとし、う2つのイベントを行った実
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行委員会のなかの、おもな団体が集まり、昨年 10月から新しい障害者団体の大きな連携をつくろうと、]D

F、日本障害フォーラム準備会として活動していこうとしています。権利条約についても政府協議では、]0

F準備会として協議を行っています。

アメリカ・イギリスにおける障害者の就労の実態

松井構成団体はIDAに入っている団体ですね。金さんにもう1つ質問がきています。ジョイ・コンサルテ

イングの方からで、す。「世界に40か国ぐらい障害者差別禁止法がある国があるが、特に障害者の就労と

いう点で、前進があったで、しようか」。

金途上国を含め、障害者差別禁止法をつくっている国が 43か国ぐらいあると報告を聞いています。た

だ、 40の国全部を私自身が調べているわけではないので、断片的に聞いていることだけしか言えないの

ですが。

アメリカとイギリスの障害者雇用の状況はど、うなっているかとし、うことは、きちんと見ておく必要があると思

います。 94年にできたアメリカのADAが、私の聞いた範囲では2年前に中間的な実施状況の報告書を

出しています。障害者雇用についてどうだつたのか。 ADAでは、対象者として有資格の人、これは業務

を行うことができるとしづ前提で有資格品、う言い方ですが、すでに職場で長年働いている人が障害をも

ったことで、不当な扱いを受けたら訴訟など提訴することについては、確かに有効な面があります。ただ、採

用にあたって、障害を理由に差別的取り扱いをしてはならないとし、うことについては、企業も対応の仕方

を考えていて、障害を理由に採用をしない、拒否するとし、うことを表立ってしないので、事実関係が明らか

にならないわけです。採用にあたって、 ADAが有効に使われているとしづには、まだ不十分だと聞いてい

ます。

イギリスでは、障害者法定雇用率割当制度が実施されていましたが、障害者差別禁止法で、もともと批

判的な当事者団体からの反対もあり廃止されたわけです。そのことも含め、障害者雇用がどのように前進

してしもかについては、もう少し具体的に検証する必要があると思います。

障害者と人権委員会の関わり方について

松井次は山崎先生への質問です。 1つは、アジア経済研究所の方からです。「人権委員会設立のため

に、障害当事者もとしづアイデアを興味深くうかがし、ました。質問ですが、一般的な人権委員会の一部と

して、障害者が入るだけで十分でしょうか。障害者に関わる問題は、他にも，]IS規格の問題など多数ありま

す。障害者の問題を専門に扱う委員会が設立され、その長に障害当事者がなるとしづ考え方もあります。

先生はどちらがベターと思われますか ?J。
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山崎非常に難しい問題ι思います。要するに、当事者運動の力と日本の立法府のその力関係で、仮に

おっしゃるような、障害者当事者をめぐるさまざまな人権問題や差別をもっぱら扱うような独立した機関が

望めるような政治状況、社会状況があれば、それでよろしいと思います。

私どもは、そこまではまだ展望できていませんでしたが、たまたまここ数年来、先ほどお話したような、人

権擁護法案の動きがあって、一般的ないろいろな分野を特定しないで人権問題、差別を扱うことを予定

する、政府から独立したと，思われる人権委員会がで、きるという情勢がありました。しかし、この法案は昨年

の衆議院解散で、廃案になってしまいました。しかし、そこまで、もっていったさまざまな人権運動がありまし

たので、この勢いを持続させて、この国会以降に、議員立法としち形で、一般的な幅広い分野を扱うような

人権委員会を求める法をつくったらとし、うのが、今、現実的、実践的な動きになっていますので、それを前

提としてお話ししたとし1うことです。どちらが効率がしw、かとし、うのはなかなか難しい問題で、どちらとも言

えません。日本の社会政治状況がどちらがより成熟しているかで、現実論としてより制度設計がしやすい

ほうを先にやったらし、いと思います。

他の国で、どうだったかで、すが、イギリスでは、外国人差別禁止や障害差別禁止など、分野別にパワーが

あるところが、政府に対して差別禁止法と救済機関を求めて、当初は個別的に立ち上がりましたが、十数

年、 20年と運用を経ると、共通の分野が出てくるし、重なっているところは行政的、効率的に無駄なので

統合していこうとし、うことになりました。

先進国のこれまでの発展の経緯を眺めると、場合によっては分野別に現実性のあるところから救済機関

を立ち上げるとしち方法もあるかと思います。今までの日本では、全般的な救済機関をつくろうとしづ流れ

があったので、私はそれを前提としてお話ししました。

条約のt比准まで

松井「宣言条約規則について、先生の説明でよくわかりました。国連の子ども権利条約が出されて、日

本がその条約を批准するのに何年もかかりましたが、その理由は何でしょうか?J。

山崎私は日本政府の人間ではないので、正確にはお答えしかねるのですが、長年日本社会で息を吸

ってきましたので、若干のコメントはできるかと思います。条約とし、うのは批准するとかっこいいのですが、

政府の立場からすると、ちょっと面倒で、もあります。ですから、世間があまり騒がなかったら、そうし、う面倒

な世界には政府の立場から積極的にコミットはしないとし、うのが、日本に限らず、先進国・途上国含めて、

どこの政府でもそうしち対応で、した。子ど、もの権利条約がで、きた時点、日本政府で批准された時点は、旧

来型の政府の対応の最後の部分にかちあっていたので、のんびりと批准・加入できたのカもしれません。
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しかし、最近は参加型民主主義、自分たちが関わるところは自分たちで、意見を言う流れになってきました。

80年代にのんびり条約に入っていた情勢が今後続くとは思っていません。期待も込めてそのように言い

たいと思います。

権利条約制定と差別禁止法の力点の置き方

松井もう1つは、アピリティー総合研究所の方からです。「権利条約制定と並行して、障害者差別禁止法

を制定することが重要だと先生はおっしゃいました。それは大賛成ですが、権利条約制定までにはかなり

時間のかかることと思いますので、差別禁止法の実現により力点をおいて、早期制定し、逆に権利条約

制定に拍車をかけるという道もありますが、いかがでしょうか?J

山崎 1つの大きな選択肢だ、と思います。社会的・政治的な情勢、国民的な合意が、国会をどこまで突き

動かすか、そこに集約されます。その先は運動論になります。当事者も含めた、あるいは広く障害をもって

いる方々の団体も含めた、広い日本のさまざまな人権団体とどうやって連携して国民のコンセンサスを形

成して、それを国会にもってしてかに尽きると思います。そうなってくると、権利条約制定と障害者差別禁

止法のどちらが先かは非常に難しくて、スローガンを掲げて、どちらかが大きい旗になって、どちらかが小

さい旗になるのかと考えるのが、運動としては効率がしW、かもしれません。しかし、せっかくこのような国際

セミナーもやっていただ、いているので、すから、国際的な条約づくりを引き続き進める一方で、運動として意

見集約を進めていただいて、他方で、密接不可分な関係にある圏内での法整備を進める方法もあると思

います。

運動としては両方行うと力がそがれるのかどうか私はよく存じませんが、世界で動いていることと、圏内で

動いていることとは決してベクトルの方向は矛盾しないと思うので、どちらが先かは運動体が決めることで

すが、私としては両方とも大事だと思います。

マルチトラックとホリスティック

松井権利条約については、マルチトラックとかホリスティックという言い方がありますが、それらの具体的

な内容は、何を言っているのか、説明していただけますか?

タラウネマルチトラック、ホリスティックには、言葉の使い方の混乱があったと思います。

マルチトラックには、いくつかの文書、法律が関係します。たとえば、北と南で、は2つの定義があるという

ことが起こってしまいました。これは私見ですが、北の国々では、定義として、マルチトラックとしち言葉を

使いたいと思います。特に人権条件に関する開発的なアプローチ、先進国、工業国では、これは人権の
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問題の傘の枠のなかで留めておきたしせし、うことで、マルチトラックという言葉を使っています。

それに対して、ホリスティックとしち言葉は人権的なアプローチで、開発アプローチだけでなく、全部を1

つの傘のなかに入れようとし、うわけで、そうし、う意味ではこのホリスティック・アプローチをこの条約にはとり

たいと思っています。

UNESCAPから見た作業委員会草案

松井今日、 UNESCAPから長田さんが来られています。長田さんは、事務局としてバンコク草案で、非常

にご苦労されたと思いますが、その立場から、今回作業委員会で草案ができたことに関して、長田さん個

人としてはどのように見ていらっしゃいますか。

長田個人の見解とUNESCAPの見解は、インテグレートしておりますから、今回はUNESCAPとして

見解を述べたいと思います。関連資料の8ページにある付属1とバンコク草案の聞にどういう違いがあるか、

その違いについて、バンコク草案をつくった人間として一般的にどのように展開するかということで、す。

まず1番目、国際協力が論点になっています。それは8ページの一番下の、 Iの最後に国際協力が出て

きて、「注釈3Jがあります。先ほど外務省の角さんも言われましたが、国際協力について、日本政府の見

解はたいへん結構だと思います。必ずしもODAのお金につながるわけではありませんが、国際協力を広

義で見ていこうということです。たとえば、女性問題、環境問題などに関してすべての国際協力のプロジェ

クトは女性に対するインパクト、いわゆるジェンダーインパクト、環境に対するインパクトを絶対に入れなく

てはいけないということになっています。日本が行っている多額の国際協力が一体障害をもっ人にどれだ、

け貢献しているか、これに関しても統合してし、こうとし、うことで、必ずしもセンシティブになることではないと思

います。日本政府のとらえ方は、ある程度妥当だと思います。バンコクのときもODAのことを言っているの

ではないとデ、イスカッションがあったと思います。

2番目は、セルフデ、イタミネーション・ライト・トゥ・デ‘ィフアレント(self-deterrnination，right to difference)は

おかしいとし、うことについてです。 8ページの Gで障害のある人の多様性を求め、 Kで個人の自立、自己

選択を行う自由を含むとしています。これは、まったく当然のことです。モンティアンさんがカナダ、からコメ

ントが出ていると言いましたが、これは圏内でフランス系の人々とかの独立運動に頭を痛めているカナダ

の政治的な意図からうまれた意見と思います。デ、イベートを進めてしてと国際社会では通用しないと思い

ますから、あまり真剣になることはないと思います。自己決定とか自由とし、うのは、最も基本的なことなので、

バンコク草案で死んではならなし、ものだと思います。

3番目、社会権はどこから始まるかとし、うことです。バンコク草案でも社会権と自由権をはっきり分けませ

んでした。 14ページの7条ぐらし、から自由権的なものが始まり、社会権は 28ページの 21条ぐらし、から、
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社会・経済的権利は健康リハビリテーション編から始まって、 21、22、23、24。これが社会権品、うことにな

っていると思いますが、社会権は予算その他がなければ、実行できないので、徐々にやってしてとし、うの

は、国連の過去の経験やコンベンションから当然のことで、す。別にムキになってディベートすることはあり

ません。

注目していただきたいのは通常、社会権だと思われていたアクセスの権利が、自由権のなかに入ってい

ることです。それはUNESCAPで、行った会議、アジア太平洋地域の専門家がつくったバンコク草案の貢

献だと思います。品、うのは 25ページを見ていただければわかりますが、そこにアクセスの権利が入って

います。これもはっきり自由権・社会権と分けてはいませんが、どちらかとし 1うと自由権に入ります。どうし、う

ことかとし 1うと、アクセスの権利は情報アクセス、通信情報へのアクセスを含み、自由権であるとし、うことで

す。これは明日からやってもらわなければ困るとし、うことです。お金がなし、から、アクセスの権利をやめると

し、うわけにはいかないのです。これが自由権に入っているとし、うのはいいことだと思うし、バンコク草案を

つくった私たちとしては、プライドをもっているところです。これがきちんと自由権のなかで、生き残ったのは

いいことだと思います。

ただし、アクセスの権利は建築物と情報アクセスと両方あります。たとえば、視覚障害者にとっては情報

アクセスはすごく大事なものです。バンコク草案のときはもう少し強かった気がします。それが建築物のア

クセスと一緒になってd情報、特にコンピュータ、インターネットなどに関する情報アクセスの項目が減ったこ

とは、さびしい気がします。でも自由権なのでよいと思います。

第4点のデータコレクション。これは統計です。統計については新しい事柄なのでどこに入れればよい

かわれわれもわかりませんで、した。これは13ページの第6条に入っています。以前の国連のあらゆる条約

のなかに一切入っていません。これはUNESCAPのコメントで、なくて長田個人のコメントとして、これは当

然のディベートだ、と思います。今まで、なかったものだ、し、統計をコンベンションのなかに入れるというのは

難しいのではと思います。なぜバンコク草案に入れたかとし、うと、第三諸国の人から入れてほしいとしづ要

望があったからで、す。これが最後まで、残るかどうかは個人的にはちょっと自信がもてません。

モンティアンさんが言われた定義が10ページにあります。これは非常に重要です。特に、障害のある人

はだれかとし、うことです。この条約はだ、れにとっての条約なのか。この条約はだれを保護するものであるか

とし、うことを決める必要があると思うのです。私が明日、喫茶庖で「お前なんか庖に入るなJと言われて、自

己申告して、精神的にストレスがあるから私は障害者だと勝手に言っては困るので、す。条約である限り、

定義は必要だと私は思います。

それから、生きる権利、生存の権利には多面性があります。たとえば宗教の問題や中絶など、非常にや

やこしいことです。ここはしっかりデ、イスカッションしていただくとし、うことで特に私のコメントはありません。

モニタリングは一番大事なところです、特に国内でのモニタリング百5重要で、す。どうして大事か。 UNES
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CAPとしても長田個人としても思いますが、実際に権利条約を実行するための方法は2つしかないと思い

ます。まず1つは、圏内法をつくる、そして実行する。日本などのようにまじめな政府はそうすると思います。

ですから、日本の人は安心してし、いと思います。たぶん障害者の人権条約が調印されれば、それなりの

効果は国内法にはね返ると思います。

もう1つは圏内でのモニタリングというメカニズムで、す。国連レベルでの国際的なレベルづくりはあります

が、これがうまくいった試しがないのです。国内的モニタリングのメカニズムを条約の条文そのものに入れ

ようというのは、そういう動きからあると思います。国際的なモニタリングは頼りないから、圏内で勝手にやり

ましょうとし、うことですが、日本のように人権委員会のない国はまったく困ります。ですから、日本のような

人権先進国ではない国は今回の障害者の人権条約を中心として、どういう形でもいし、から人権委員会を

つくり、他の国並みに引き上げる。障害者の市民活動を中心に日本に人権をつくっていこうとしち姿勢で、

特別に障害者だけの人権モニタリング機構をつくるのではなく、まず最初に人権委員会をつくって、障害

問題担当のモニタリングの委員を入れる。そこから日本のデモクラシーに花を咲かせようということです。

34ページの 25条、国内的実施の枠組みのところです。

全体に、バンコク草案が生き残った部分が多かったので、うれしかったで、す。今後ともがんばりましょう。

権利条約はいつ成立するか

松井適切にまとめていただいて、ありがとうございました。

各パネリストに権利条約がどのくらいタイムスパンで、成立可能と考えるかとし、うことと、その根拠について

簡単に話してください。加えて、ぜひこれだ、けは言っておきたいことがあれば、お願いします。

金 1年以内というふうには考えなし、ほうがいしせ思しぜす。 1年以内でつくれるとしたら、内容的に薄めら

れて、多くの政府が批准ができるものにしかならないと思うので、あまり急がないほうがいいでしょう。それ

にしても、あまりlこも長くかかつてはいけないので、ここ2-3年のうちで進めばしw、かと思います。国内的

なものをどのようにインパクトのあるものとしてつくってしてか。国際的な人権基準としての障害者権利条約

と、圏内における差別禁止法の制定をどうやってアクションのなかで‘つなげてしてかを具体的なヒ守ジョンと

してもたないといけないと思うのです。そういった意味で、たとえば、権利条約の策定、促進のための超党

派での議員連盟をつくり、 8月の会議に向けて、一緒に特別委員会に参加し、一緒に傍聴して議論に関

わっていくとし、うことをやっていきながら、圏内的には権利条約に対応できるためにはどうし、うものが必要

かとし、う議論をきちんと進めてして、そうし、う具体的取り組みの構想をもっ必要があると，思っています。八

代議員も言われていたように、基本法の改正案のなかで、 5年後には見直しがあるとし、うことも視野に入れ

ながら、権利法制もきちんとつくっていくことが必要だ、と，思います。
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高田あわてる乞食はもらいが少ないとしづ言葉がありますが、あわててはいけないと思っています。とし、う

のは、たとえばここに、普通学校を選ぶか特殊学級を選ぶか、その選択権が障害者当事者にあるのか、

障害者の家族にあるのかがあります。私は障害者当事者が選択することだと思いますが、いろいろな事情

がありますので、一概には言えません。ただ言えることは、判断基準となる情報を障害当事者が共有して

いるかどうかとしち問題があるわけです。

私たちは3月3日、耳の日に耳に関するいろいろな集会を聞きます。耳鼻咽喉科の医師も耳に関する

集会を開きます。そこで彼らが強調するのは耳が大切だということです。小さいときから話すことをしなけ

れば、言語は身につかない、大きくなって人と交際で、きない、人間として文化的な価値を知ることができな

いと、そんな話をするわけです。そして最後に言うことは、人工内耳が必要だとし、うことです。スクリーニン

グをして、子どもが1、2歳の頃から人工内耳をつけたほうがよいと言うのです。人工内耳はもうかる商売と

聞いています。人工内耳をつけさせたい、使いたいとし、うのは親として当然のことだと思うのです。

私は8歳のときに聞こえなくなりました。親は情報を探し、あっちに耳が聞こえるようになったとしづ医師

がいると聞けば飛んでいく、こっちの宗教がいいと聞けば飛んでいきました。それでも聞こえるようになりま

せんでした。障害者の親は、とにかく障害をなくしたい、障害者仲間にしたくないと走り回るわけです。だ

から、ろう者も手話通訳があれば生きていけると考えず、聞こえると聞くと飛びついてしまう。これは問題で

す。

私たち障害者から健常者社会に対してa情報提供するとし、うことがまだ少ないのです。だからまだいきわ

たらないのだと思います。障害者の立場はいろいろうりますが、集まって情報交換すること、こうし、う議論

の場を広げなくてはいけないと思います。障害関係だけでなく、社会全体にこうし、った情報を普及し、お

互いに意見を交換するなかで、まとまってし、くことが必要です。そのための時間を使うことが必要なので、そ

のことを第一義に考えたいと思っていますので、条約が早くつくられても困るという気持ちです。

ブンタン最後のコメントをする前に、少し教育に関してふれます。

これは国連でも非常に大きい話題になっています。教育について高田さんがおっしゃることはもっともだ

と思います。確かに政府なり一般社会が、障害者にはこういう教育が必要だ、と決めるのはまったくお門違

いだと思います。基本的に教育は、インクルージョンしていけるのが望ましいが、しかし選択は障害当事

者に任されるべきだと思います。

今回の私たちが話題にしている条約は、いろいろな課題に直面しています。実は、いろいろな推測や憶

測も耳にしています。従来の人権活動家、あるいは人権専門家によると、し、わゆる障害のテーマ別の条

約などは必要ないとしづ意見もあります。既存の人権文書や条約をつくればいいとしち意見もあります。さ
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らに慈善モデルの管理で十分ではないか、権利に基づいたモデ、/レは必要ないとしち人もいます。そうし、う

意味でこれは大きな課題だと思います。これをクリアしてこそ条約の成功に結びつくので、す。

もうひとつの課題は、障害者のコミュニティのなかでのものです。障害者自身に、与えられるものをとりあ

えずありがたくもらおう、対立して波風をたてるのはやめようとしづ考え方もあるのです。

この課題を克服しない限り私たちは勝てないのです。自分たちの課題をきっちり認識し、啓発をし、前向

きなフィードパックを自分たちから行わなければ成功には至らないし、継続的なキャンペーンもできません。

子どもの権利条約や、女性の差別撤廃も同様の努力がなければ生まれなかったわけで、す。また、世界人

権規約も努力なしには生まれなかったわけで、す。どの条約が生まれる際も問題点を明らかにし、ニーズ、を

明らかにし、また十分に論議しなければ生まれなかったということで、その点については、今回の障害者

の権利条約についても同じことが言えます。ですからぜひ前向きに、この状況を見ていきましょう。そして、

これから1年経った時点で、大きな進歩を遂げていられるようにしていこうではないですか。

タラウネ今の意見にまったく賛成で、す。何につけてもタイミングが重要になります。権利条約などのような

問題については、時間をかければいいとし、うものでもありません。適切な時間を充てて完壁ではないにせ

よ、有益な条約をつくれればと思います。その条約のなかの条文の解釈、これはまたいろいろ異なるもの

も出てくるでしょうが、私自身はこれから3年から4年かけてこの条約が確たるものになれば、制定できるの

ではなし、かと思います。

現在6億人の障害者が世界にしもと言われています。大変な数です。品、うことは、どの社会においても

だし、たし、10人に1人が障害をもっていることになります。さらに多くの国で高齢化が進んでいます。とし、う

ことは、それに伴って障害をもっ人もど、んどん増えているということで、すc高齢化に伴う障害者の増加も1

つの大きな要因になってくるで、しよう。

そのようななかで、私たちの世代だけがこの権利条約を必要としているわけではありません。私たちの次

の世代も人権、権利が認められるとし 1うことを必要としてくると思います。現在、私たちが行っている作業

が次の世代にとって苦労が軽減される助けになるように品、うことを頭に入れるべきです。

また、世界中のNGOが手を携えてし、くことが重要で、しよう。それによって、われわれが直面しているいろ

いろな違いや問題点を克服できると思います。一緒に協力することによって、より私たちの声が大きくなる、

それによってこの条約がさらに具体的なものになると思います。

山崎まず最初に、何年かかるかとしづ話です。宵闇も迫っていますので、ウイスキーの水割引こたとえて話

したいと思います。ウイスキーの水割りとしづか、ウイスキーの味をした薄い水、つまり国家にとってほとん

ど痛くもかゆくもない条約なら1年以内にできるでしょう。だが、皆さん方がおっしゃっているように、きちん
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とした権利モデ、ルに基づいてきちんとした定義を定め、自由権的な側面、社会権的な側面も明文化し、な

おかつモニタリングについても国際・国内の両方についてきちんと設定してして類いの条約であるとすれ

ば、ウイスキーでいうとおそらく「ダブルJ、その程度に濃い中身だろうと思いますが、これは少なくとも3-

5年はかかるのではなし、かと思います。なお、完全にストレートで、この条約を飲んでしまうと喉がヒリヒリす

るとしち類いの条約だ、ったら何年かかるか。これはおそらくできなし吃私は思います。

今日の私の最終的な感想として、希望について語ってみたいと思います。国連などを中心とする国際社

会の決めごとの場面でもたとえばNGO代表、市民社会の代表がオブザーバーで、参加する。場合によっ

ては、先住民族会議のように直接代表として発言できるとし、うことが十数年前から国際社会では実現し始

めています。今回の権利条約の起草フ。ロセスを見ても、日本政府の代表団の一員にNGOの方が参加す

るとしづかつては想定で、きなかった状況が出てきています。これは国内社会でも、たとえば、国民の権利

義務に直接関わるような法律、あるいは制度の新設・改編の際にはパブリックコメントが求められて、従来

の公聴会だけで、なくメールなどで、意見が言えるとし、う仕組みができてきています。その結果、政府がもくろ

んでいた決めごととし、ささか違うような道筋ができてくることがここ数年よく見てとれます。

これはすべて一人ひとりの生活者、障害をもっている人とか外国人、雇用や教育の場面で不利な立場

に立たされていやな思いをしている、そうし、う方々が黙っていないで声を上げて、その声が制度づくりに

反映で、きる仕組みがやっとで、きてきたとし、うことです。 100年後の歴史家が今を振り返って、 20世紀後半と

いうのは、それまでのように権力者だけが政治を動かすのではなく、一人ひとりの市民が自分たちに関わ

る政治を動かす時代が出現したと評価されるカもしれません。

私どもにとっては追い風で、すので、これをきちんと受け止めて、それに乗って、自分たちの権利主張を

今後ともするべきだろうと思います。もう1つの点は国内で決めごとをする際、障害者基本法をめぐる問題

などでも同じですが、国の責務、自治体の責務、市民の責務、この3点セットが法律など、の冒頭に仕組ま

れるのがこれまでの日本の立法技術で、した。今後とも、たとえば差別禁止法などをつくる場合で、も、あるい

は障害者基本法の改定作業においてもこうし、ったことが論点になろうかと思います。

市民社会とは、国の責務、自治体の責務を求めるだけでなく、私どもがもっているリソースをお互いに交

換して、自分たちも含めた制度づくりに向けて、固とか自治体に対してきちん主張し、提言する。これが市

民の責務だと思います。実感として、 21世紀の風がここにも吹いているとしち気がして、大変うれしく感じま

した。

松井ありがとうございました。私から一言だけ申し上げます。

権利条約が仮に数年で制定されたとして、国内に効果があるためには批准としづ手続が必要です。そ

の批准に向けて、差別禁止法も含めて国内の体制整備をしなければなりません。仮に条約制定まで3年
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として、国が批准するまでにまた数年かかるということだと、 5年、 10年とかかることになります。その問、シ

ビ、ック・ソサエティとしてそれをプロモートする役割が当然必要なわけです。政府サイドで行うはずがない

ので、民間サイドで積極的に取り組んでいくことが必要です。

より現実的な問題を言えば、今回、金さんが政府代表団として参加しましたが、この費用は国から出た

わけではありません。参加する民間サイドで金はなんとかしてほしいとし、うことです。これは日本だけの問

題ではありません。各国から障害当事者が参加していますが、それぞ、れ工夫してやって来ています。たと

えば、カタールの方が新しい特別報告者になりましたが、彼女には国連からお金が出ているのではなく、

あちこち出かけてし、くためのお金は、ボランタリー基金がベースです。寄付しているのは、カタール政府と

中国政府だけなのです。モニタリング、報告者がそれなりにやろうとすると、お金をどうするかが課題になっ

てきます。モニタリングFするためには、パネル・オブ・エキスパートとし、うグループとも協力しないといけませ

ん。このための金はだれが出すのか? やはりこれもボランタリー基金がまかなうことになるわけです。金

がない限りは、何も動かないのです。中身も大切ですが、そこも含めてこれからプロモートしてしてのか、

今後しっかり考えてして必要があると思います。

では、これで、午後のパネルデ、イスカッションは終了とします。

po 



《講師紹介》

山崎公士(やまざきこうし)

新潟大学法学部教授

1 948年神奈川県生まれ。東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程修了。

国立国会図書館調査員、香川大学法学部助教授・教授等を経て、 1 999年4月から新潟大学法

学部教授。本年4月から、同大学法科大学院教授。専門は国際法・国際人権法。

社会的活動としては、 (財)アジア・太平洋人権情報センター評議員、反差別国際運動 (1M A  

DR)監事、アメリカ・イエール大学法科大学院・シュル人権センタ一国際評議員等を勤めてい

る。

主な著書等に『国際人権 知る・調べる・考える~ (解放出版社、 1997年)、編著書に『国

内人権機関の国際比較~ (現代人文社、 2001年)、 『人権政策学のすすめ~ (江橋 崇と共

編、学陽書房、 2003年)等がある。

モハメドタラウネ (Mohammed Tarawneh) (Mr. ) 
国連機会均等化標準規則特別報告者アドバイザー

国籍: ヨルダン

学歴 (2000-200J) スーダンのジューバ大学で平和外交と開発の修士

(1978-1984) アメリカのアラパマ大学で土木工学の学士

職歴(I997 -2003) 広域アンマン市建築物特別法局局長

(1994-1996) アクセシビリティ建築会社社長、米国パーミンガム

《パネリスト・指定発言者等紹介》

モンティアン ブンタン (Mont h i an Bun t an) (Mr.) 
タイ盲人協会初代副会長

職歴 2002年4月~現在

2003年7月~現在

1993年-----2002年 4月

タイ盲人財団専務理事

「すべての人に DAISY*を」プロジェクトアシスタントマネー

ンヤー

Mahido1大学 Ratchasudaカレッジ教員・副学長
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他の役職:・タイ盲人協会初代副会長

-タイ盲人財団設立者、事務局長

・世界盲人連盟執行委員会委員

・国家放送委員会調査委員会委員

-タイ首相の障害問題諮問委員会委員

-タイ教育相「障害者、他の不利な状況下にある人々、才能のある子どものための教

育改革」委員会委員

-タイ全国 DAISY制作・サービス委員会設立者、コーディネーター

.タイ教育相情報技術委員会委員

-アジア太平洋障害開発センター執行委員会委員

-国連障害者権利条約制定に関する国連特別委員会タイ政府代表

授賞: ・タイ障害者の生活改善に多大な貢献を行った卓越した個人として、タイ首

より栄誉盾授与 (2001年)

-社会福祉協議会より「タイにおけるもっとも傑出した障害者J賞受賞 0995年)

・チェンマイ盲学校校友会より「年間最優秀卒業生」賞受賞 0998年)

キDAISY: DAISYとは、 DigitalAccessible Information Systemの略で、日本では「アクセシブル

な情報システム」と訳されています。詳しくは

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/about/about.htm 

高田英一(たかだえいいち)

財団法人全日本ろうあ連盟常任理事

勤務先: 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会(理事長)

社会福祉法人・社会福祉法人全国手話研修センター

「コミュニティ嵯峨野J(常務理事)

主な現在の役職:財団法人全日本ろうあ連盟常任理事

(書記長、副理事長、理事長を歴任)

財団法人全日本ろうあ連盟手話研究所所長

世界ろう連盟名誉理事

社団法人京都府聴覚障害者協会監事

JDF準備会 「障害者権利法J担当委員

学歴職歴:昭和 18年4月 京都市立大将軍小学校入学

昭和 19年 6月 聴覚障害のため同校中退
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昭和 35年3月 立命館大学理工学部卒業

昭和 35年4月 京都市役所採用

平成 4年3月 京都市役所退職

平成 4年4月 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会採用

平成 10年6月 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会理事長に就任

現在に至る

家族:妻及び1男 1女 (ただし、現在は妻と両親との4人家族)

モットー:志は高く俗につけ

金政玉 (きむじょんおく)

D P 1 (障害者インターナショナル)日本会議障害者権利擁護センタ一所長

1 955年

88年

92年

山口県下関市で生まれ‘ 3才の時に小児マヒ(ポリオ)になる

在日韓国人2世

東京都葛飾福祉工場(社会福祉法人・東京コロニー経営)勤務

年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会の結成に無年金障害当事者

として参加

9 7年 DPI日本会議の事務局スタッフにつく

9 8年 DPI障害者権利擁護センタ一事務局の常勤スタッフとなり、現所長

長瀬修(ながせおさむ)

東京大学先端科学技術研究センター特任助教授、障害学研究会共同世話人、

青年海外協力協会理事

山本真理(やまもとまり)

全国「精神病」者集団、世界精神医療ユーザー・サパイパー・ネットワーク

長田こずえ(ながたこずえ)
国連アジア太平洋経済社会委員会 (ESCAP)社会開発局障害専門官
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《コーディネーター・司会》

藤井克徳(ふじいかつのり)

日本障害者協議会常務理事、きょうされん常務理事

上野悦子(うえのえっこ)

財団法人日本障害者リハビリテーション協会 国際部

松井亮輔(まついりょうすけ)

財団法人日本障害者リハビリテーション協会 副会長、

RIアジア太平洋地域担当副会長及びアジア太平洋地域委員会委員長、

法政大学現代福祉学部教授

指田忠司(さしだちゅうじ)

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター 研究員、

日本盲人会連合 国際委員

松友了(まっともりょう)

全日本手をつなぐ育成会常務理事
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-閉会挨拶

財団法人日本障害者リハビリテーション協会副会長松尾武昌

本日の国際セミナーの閉会に当たり、日本障害者リハピ、リテーション協会を代表いたしまして一言、感

謝のご挨拶を申し上げます。本セミナーは現在、障害者の方々、並びに障害者関係団体の方々などに

最も関心の高い、国連障害者の権利条約制定についての世界の最新の動きをテーマに開催いたしまし

た。皆さまの関心と熱意がこの会場に満ち満ちていることを感じます。

本セミナーの開催に当たりましては、国内を代表する障害者関係の専門家の方々に多数ご参加いただ、

きました。また、外国から本テーマに直接携わっておられる世界的な専門家で、ありますタイ国のモンティア

ン・ブンタンさん、並びにヨルダンのモハメド・タラウネさんにもご参加いただ、きました。多くの皆さまのご協

力により、本セミナーが成功のうちに終わることができましたことを改めて感謝し、心からお礼申し上げま

す。また、本セミナーの開催に当たりましては、ご後援、ご助成いただきました全国生活協同組合連合会

をはじめ、共催していただきました日本障害者フォーラム準備会構成団体の皆さまにも心から感謝申し上

げます。

本日ご参集の皆さまは、明日からお住まいの地域へ、また、所属団体にお戻りになり、ご活躍になること

と思います。どうか、本日のセミナーの成果をお仲間と大いに議論していただき、本テーマに対する理解

と関心の輪を広げていただくことをご期待いたしまして、お礼の言葉といたします。ありがとうございまし

た。
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<国際セミナー>

権利条約制定への世界の最新の動き

一国連特別委員会作業部会の報告-
、

報告書

2004年 3月31日

162-0052 東京都新宿区戸山 1-22-1

日本障害者リハビリテーション協会

TEL:03-5273-0601 FAX:03-5273-1523 
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この冊子は全国生活協同組合連合会の助成により作成されました。


